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令和５年第５回平取町議会定例会 （開 会 午前９時３０分）

高山議長 皆さんおはようございます。只今より、令和５年第５回平取町議会定例会を
開会いたします。直ちに本日の会議を開きます。只今の出席議員は１０名で
会議は成立します。
日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第
１２２条の規定によって、５番金谷議員、６番崎廣議員を指名いたします。
日程第２、会期の決定を議題とします。このことについては、６月１６日に議
会運営委員会を開催し、協議をしておりますので、その結果を議会運営委員
会委員長より報告をお願いいたします。３番松澤議員。

３番
松澤議員

本日、招集されました第５回町議会定例会の議会運営等につきましては、６
月１６日に開催しました議会運営委員会において協議し、会期については本
日、６月２２日の１日間とすることで意見の一致を見ておりますので、議長
よりお諮り願います。

高山議長 お諮りします。只今、議会運営委員会委員長より報告がありましたとおり、会
期は本日１日間とすることに、ご異議ありませんか。
（異議なしの声）
異議なしと認めます。したがって、会期は本日１日間と決定しました。
日程第３、諸般の報告を行います。監査委員より、令和５年４月分の出納検査
の結果報告があり、その報告書をお手元に配付しております。次に、日高西部
消防組合議会、胆振東部日高西部衛生組合議会に関する報告がありましたの
で、その写しをお手元に配布しております。次に、郵送による陳情、閉会中の
諸事業について、配付資料のとおり報告いたします。以上で諸般の報告を終
わります。
日程第４、行政報告を行います。１、令和５年６月１１日１８時５５分頃の浦
河沖の地震について。副町長。

副町長 令和５年６月１１日、１８時５５分頃に浦河沖で発生した地震について、別
紙１により報告いたします。１地震の概要については表のとおりとなってお
ります。４行目の場所及び深さについては浦河沖となっておりますが、震源
は沙流川河口付近となっています。当初の速報値から若干深さが変更されて
います。６行目の震度ですが、千歳市、厚真町、浦河町で震度５弱を観測し、
震域が広く北海道から東海地方にかけて震度４から１を観測しております。
町内では振内町で震度４、本町、仁世宇で震度３となっております。その他に
記載のとおり、今回の地震発生後、町内で地震が２回発生しています。１７日
土曜日の９時２６分頃、青森県東方沖を震源地とするマグニチュード５．７
の地震が発生し、最大震度は日高東部などで震度３となっており、振内町で
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震度１が観測されています。１９日月曜日ですけれども、１３時５０分ごろ
に十勝南部ではマグニチュード５．２の地震が発生し、最大震度は日高東部
などで震度３、振内町で震度２、仁世宇、本町で震度１となっています。２の
町内の被害状況ですが、６月１１日から１２日にかけて調査した結果記載の
とおり、貫気別町民センター体育館ステージ天井が一部破損しております。
また、沙流川歴史館でスロープの柱下部分及び、展望台の柵の溶接部分にそ
れぞれクラックが発生し、階段付近の配線カバーが破損しております。なお、
歴史館の被害状況は室蘭開発建設部に連絡済みとなっております。３、その
他ですけれども、日高管内において大きな被害の確認はされておらず、６月
１２日１７時に道庁危機対策課の連絡本部が廃止となっております。以上、
令和５年６月１１日１８時５５分頃に浦河沖で発生した地震について報告と
させていただきます。

高山議長 ２点目、平取町教育行政に関する報告について。教育長。

教育長 平取町教育行政に関する報告をいたします。始めに、小中学校の状況につい
てご説明申し上げます。令和５年度町内小・中学校の入学式は４月７日に実
施されました。令和５年度における児童生徒の状況でありますが、本日現在
におきまして、小学校５校あわせて２０８名、中学校２校で１２１名、合計で
３２９名となっております。このうち、特別支援学級への入級者は、小学校１
３名、中学校５名となっております。児童生徒の総数では、前年度より小学校
で１５名の減。中学校では３名の減となっているところであります。教員職
員の体制としましては、校長４名、教頭３名が新たに赴任しております。あわ
せて一般教職員についても異動はありましたが、児童生徒及び保護者、地域
とともに積極的に信頼関係を構築することに努め、各学校における指導体制
は築かれているところであります。町単独採用となります教員につきまして
は、小学校に時間講師が１名、特別支援教育支援員については、小学校５校に
おいて１０名、中学校１校において３名、合わせて１３名を配置し、また、外
国語指導のＡＬＴについては２名を配置しております。本年度における全国
学力学習状況調査につきましては、４月１９日に実施されたところであり、
当町におきましても、小学校６年生と中学校３年生が参加しております。今
年度は、小学校は国語、算数の２教科、中学校は国語、数学、英語の３教科で
実施されました。実施後速やかに自己採点を行い、授業改善、家庭学習の定
着、読書活動の推進、ノート指導などを含めた学校改善プランの見直しにつ
いても取りかかっているところでもあります。なお詳細な結果が国より公表
され次第、議会にもご報告いたします。また、町独自で行っております標準学
力調査におきましては、同日において、全ての小・中学校で実施し、小学校２
年生から５年生、中学校１、２年生が受けており、その結果が出次第、各学校
に戻し課題等の分析把握に役立てていくこととしております。次に、学校の
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活動でありますが、学校における新型コロナウイルス感染症の考え方につい
て、令和５年５月８日付けで感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に
関する法律上の５類感染症に移行しており、学校においては、従来の感染対
策を一律に講じるのではなく、感染状況が落ちついている平時においては、
換気や手洗いといった日常的な対応を継続することが基本となり、流行時に
は一時的に活動場面に応じた対策を講じることが考えられます。今後も児童
生徒が安心して充実した、コロナ前の通常の学校に戻ることができるよう工
夫していきます。中学校での体育祭、小学校における運動会につきましては、
原則、来賓の方々にはご遠慮願いましたが、保護者等の人数制限することな
く、本来の内容で６月１７日までに無事終了したところであります。また、修
学旅行については、小学校は合同で１泊２日で札幌、小樽方面、中学校は２泊
３日で仙台、函館方面を実施し、事故もなく、無事に終了しております。今年
度は感染状況を見極め対策を講じながらも、コロナ前の本来の学校に近づく
ための努力をしていくことも、各学校及び保護者に伝えているところであり
ます。次に公営塾平取義経塾につきまして、今年度は６月１日現在、中学生で
６７名、高校生で２９名の登録、受講が始まっている状況であります。中学生
の６０％、高校生の７５％が通塾している状況であります。また、今年度も振
内支所の２階で振内教室を月２回、基本的に土曜日に開設し、振内地区中高
生の通塾環境の整備を進めているところであります。社会教育係におきまし
ては、児童館、児童クラブのない地区の小学生の放課後の居場所づくりとし
て実施している放課後子ども教室を紫雲古津、二風谷、貫気別地区で今年度
も開催しており、紫雲古津では３５名中３５名、二風谷は１６名中１３名、貫
気別では２４名中２４名の児童が登録しております。また、振内、本町、２地
区に開催しております高齢者大学につきましては、今年度、４１名の方が入
学しております。４月１７日から活動を始め、月１回程度のペースで学習活
動を行っております。社会体育係では遊びを中心とした体力づくり、リトル
ラビットスポーツクラブを、本町では小学校１年生から３年生までの２６名、
貫気別地区では１年生から６年生を対象に１８名、振内地区についても、１
年生から６年生までの１３名が参加しております。文化財課におきましては、
今年度は全施設、博物館、歴史館、工芸館、開拓財産展示施設、二風谷コタン
チセ群、沙流川歴史館について４月１日から開館しております。博物館では、
５月末までに３７６９名が訪れ、また、沙流川歴史館での企画展「ポロシﾘの
魅力」を開催し、４月２５日から５月２８日までの入館者は２８７８名とな
り、その後、貫気別、振内、ふれあいセンター、平取ダムビジターセンターで
７月２３日まで移動展を行っております。また、６月１８日にマンロー先生
を偲ぶ会を二風谷旧マンロー邸前庭で実施しております。なお、北大文学部
が管理しております、二風谷旧マンロー邸につきましては、今年度は内部は
１階一部分のみの公開で５月１日から見学可能となっております。また、４
月２５日開催の第４回教育委員会で平取町文化財４件の新規指定の告示がさ



- 4 - 

れました。内訳は有形文化財２件、無形文化財２件で指定告示日は令和５年
４月２５日となります。有形文化財は貝澤かつえ氏作のアットゥシアミﾌﾟ１
着と、故貝澤守幸作氏のイタ１枚で、いずれも昭和４０年代の二風谷のアイ
ヌ文化振興を伝える優れた工芸作品として指定するものです。無形文化財は、
アットゥシの制作技術とイタの制作技術の２件で、平取町の主要なアイヌの
民具であるアットゥシ及びイタを正しく継承するための保護施策として、制
作技術を指定するものです。アットゥシとイタにつきましては、経済産業省
の伝統工芸品である二風谷アットゥシと二風谷イタとしても価値付けが図ら
れているところであり、文化財の観点からも、しっかり保護施策を進めて、さ
らなるアイヌ文化の振興や技の継承を行うための活動につなげていきたいと
考えているところであります。また、図書館につきましても、４月１日から通
常開館としているところであり、移動図書館や出張図書館、団体貸し出し、映
画上映会なども例年どおり実施しているところであります。そのほかにも、
各担当におきましては、年間事業計画に沿って事業を実施しているところで
あります。以上、本年４月からの教育行政に関わる報告とさせていただきま
す。

高山議長 以上で行政報告を終了いたします。
日程第５、議案第１号、監査委員の選任についてを議題とします。提案理由の
説明を求めます。町長。

町長 議案第１号、監査委員の選任について説明をさせていただきます。監査委員
は、地方自治法第１９６条第１項の規定によりまして、地方公共団体の長が
議会の同意を得て選任するものでございまして、地方公共団体の財務に関す
る事務の執行及び地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する役割を担
っていただく職でございます。この度、平取町監査委員に次の方を選任した
いので、議会の同意を求めるものでございます。選任する方でございますが、
住所、沙流郡平取町字荷菜３７番地１１、氏名、三浦繁春氏でございます。生
年月日は昭和２９年１１月１２日で６８歳でございます。次のページをお開
きください。経歴概要でございますが、学歴は昭和５０年３月に北海道平取
高等学校を卒業されまして、昭和４９年４月に平取町農業協同組合に就職さ
れまして、平成２７年３月まで農家経済対策室長、副参事などを務められ退
職、その後、平成２７年４月から令和５年６月３０日までは一般社団法人、北
海道農産協会に勤められることになっております。平成２０年１０月から平
取町監査委員として約１５年の長きに渡り勤めていただいた、山田和博氏の
後任として選任をさせていただくものでございます。三浦氏は人格が高潔で
自治体の財務管理、事業の経営管理、その他行政運営に関し見識を有する方
で、監査委員制度にも理解を示していただいており、適任者と判断してござ
いますので、ご同意について、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
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高山議長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。
（反対討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは、採決を行います。本案について同意すること
に賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。したがって、日程第５、議案第１号、監査委員の選任について
は、同意することに決定いたしました。
日程第６、議案第２号、農業委員会委員の選任についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。町長。

町長 議案第２号、農業委員会委員の選任についてご説明申し上げます。農業委員
会等に関する法律第８条第１項の規定によりまして、次の１０名の方を選任
し、議会の同意を求めるものでございます。選任する方でございますが、ま
ず、住所、紫雲古津２３０番地１、山田慶一氏、５６歳、荷菜８番地４、垂柳
忠氏、４９歳、荷菜１６５番地１、坂本秀司氏、５３歳、荷菜７９番地１２、
原田和枝氏、６２歳、本町６番地６、水谷忠幸氏、６２歳、貫気別２４８番地
２５、宮入司氏、６３歳、旭２６番地４、笠山茂樹氏、５７歳、長知内２７番
地１、萱野久彦氏、５８歳、振内町２６７番地１、藤江一博氏、７２歳、振内
町４８番地４、奥村好志氏、７２歳、以上１０名の方でございます。それぞれ
の方の経歴概要は説明を省略させていただきますけれども、選任した皆様が
農地行政等に深い見識を持ち、かつ知見を得ている適任者でございますので、
議会の同意を求めるものでございます。任期は令和５年７月２０日から令和
８年７月１９日の３か年でございますので、よろしくご審議のほどお願い申
し上げます。

高山議長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。
（反対討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは採決を行います。本件は議案のとおり１０名
の選任同意が求められておりますので、採決は１名ずつ行います。まず、農業
委員として山田慶一氏の選任に同意することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。次に、垂柳忠氏の選任について同意することに賛成の方は挙
手を願います。
（賛成者挙手）
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挙手多数です。次に、坂本秀司氏の選任に同意することに賛成の方は挙手願
います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。次に、原田和枝氏の選任に同意することに賛成の方は挙手願
います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。次に、水谷忠幸氏の選任に同意することに賛成の方は挙手願
います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。次に、宮入司氏の選任に同意することに賛成の方は挙手願い
ます。
（賛成者挙手）
挙手多数です。次に、笠山茂樹氏の選任に同意することに賛成の方は挙手願
います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。次に、藤江一博氏の選任に同意することに賛成の方は挙手願
います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。次に、奥村好志氏の選任に同意することに賛成の方は挙手願
います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。次の採決については萱野議員は地方自治法第１１７条の規定
により、除斥の対象となりますので、一旦退場を求めます。続けて、次に萱野
久彦氏の選任に同意することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。したがって、日程第６、議案第２号、農業委員会委員の選任に
ついては、山田慶一氏、垂柳忠氏、坂本秀司氏、原田和枝氏、水谷忠幸氏、宮
入司氏、笠山茂樹氏、萱野久彦氏、藤江一博氏、奥村好志氏の選任に同意する
ことに決定いたしました。
続きまして、日程第７、議案第３号、固定資産評価審査委員の選任についてを
議題といたします。提案理由の説明をお願いします。町長。

町長 議案第３号、固定資産評価審査委員の選任について説明を申し上げます。地
方税法、平取町税条例の規定に基づきまして、平取町固定資産評価審査委員
に次の方を選任したいので、同意を求めるものでございます。同意を求める
方は、住所、沙流郡平取町字紫雲古津２２８番地１、藤田実氏、生年月日昭和
３１年６月２５日、６６歳でございます。次のページをお開きください。経歴
概要でございますが、昭和５５年３月に創価大学を卒業され、５５年４月に
平取町職員となり、退職する平成２９年３月まで、議会事務局長、税務課長な
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どを務められております。その後、平成２９年６月から令和２年３月まで社
会福祉法人平取福祉会に勤務されております。令和２年８月からは、固定資
産評価審査委員として選任され、現在に至り、再任をさせていただくもので
ございます。藤田氏は地方税法にも理解を示し、人格見識も高く、適任者とい
うことでございますので、選任同意を求めるものでございます。よろしくお
願いします。

高山議長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。
（反対討論なしの声）
それでは、採決を行います。本案について同意することに賛成の方は挙手願
います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。したがって、日程第７、議案第３号、固定資産評価審査委員の
選任については、同意することに決定いたしました。
日程第８、議案第４号、辺地に係る総合整備計画の策定についてを議題とし
ます。提案理由の説明を求めます。総務課長。

総務課長 それでは、議案第４号、辺地に係る総合整備計画の策定についてご説明いた
しますので、１２ページをご覧ください。辺地に係る総合整備計画は、辺地に
係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律に基づ
き、市町村が辺地における公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画
を議会の議決を経て定めるもので、総合計画に計上しております町内の辺地
に該当する地区で今後予定しております公共事業について、辺地計画として
策定するものでございます。辺地とは交通条件や自然的、経済的、文化的諸条
件に恵まれていない過疎地域で、次の二つの要件を満たす地域となります。
一つ目は、地域の中心、これは宅地３．３平方メートル当たりの価格の最も高
い地点を含む５平方キロメートル以内の面積の中に５０人以上の人口を有す
ること。二つ目は、役場、医療機関、郵便局、小中学校、駅または停留所まで
の距離や、近傍の中心市町村までの距離が遠隔であるなど、条件を点数化し
た辺地度点数が１００点以上であることとされております。この度、辺地に
該当する要件等を改めて確認したところ、川向辺地、これは川向地区でござ
います。それから荷負辺地、これは荷負地区でございます。それから長知内辺
地、これは長知内、幌毛志地区でございます。それから貫気別辺地、これは貫
気別、旭、芽生地区になります。それから岩知志辺地、これは岩知志、仁世宇
地区となります。この五つの地域が辺地に該当することから、当該地区で今
後予定しております公共事業について、辺地に係る総合整備計画を定めよう
とするものでございます。この計画を定めることによりまして、辺地対策事



- 8 - 

業債の対象となり、これは充当率１００％で、元利償還金の８０％に相当す
る額は、普通交付税の算定に用いる基準財政需要額に算入される有利な起債
を借り入れることが出来ます。今回の計画の対象地域は、只今、申し上げまし
た５地域となりますが、具体的な計画についてご説明いたしますので次ペー
ジをお開きください。なお今回策定する計画期間は、令和５年度から９年度
までの５か年となります。まず、川向辺地に係る計画につきましては、道路施
設といたしまして、川向町界線舗装事業ほか２事業で事業費１億１１８０万
円、林道施設として林道開設事業で事業費９１００万円、電気通信施設とし
て、平取テレビ中継局放送機更新事業で事業費５９４２万５０００円、合計
で２億６２２２万５０００円となり、辺地債の予定額は１億５０３０万円と
なります。事業計画の内訳は下段に記載しておりますので、ご覧いただけれ
ばと思います。次に、１４ページをご覧ください。荷負辺地に係る計画は、公
民館その他集会施設といたしまして、荷負生活館新築工事２億７４８３万５
０００円、辺地債の予定額は５４９０万円となります。次に下段、長知内辺地
に係る計画は道路施設といたしまして、藤内橋の橋梁長寿命化修繕事業１１
００万円で、辺地債の予定額は３９０万円となります。次に、１５ページ、貫
気別辺地に係る計画は、道路施設といたしまして、芽生旭線の町道の改良舗
装事業のほか１事業で、事業費１億１０００万円、飲用水供給施設といたし
まして、貫気別地区排水管整備事業のほか１事業で１億２７６２万１０００
円、農業の経営近代化のための施設といたしまして、中山間地域型の農地整
備事業排水路整備で２０７７万８０００円、合計で２億５８３９万９０００
円となり、辺地債の予定額は１億８５５０万円となります。計画の内訳は下
段に記載しておりますので、ご覧いただければと思います。最後に、１６ペー
ジ、岩知志辺地に係る計画は、道路施設といたしまして、仁世宇橋、仁世宇２
号、４号橋の橋梁長寿命化修繕事業７１００万円で、辺地債の予定額は２５
４０万円となります。なお、各辺地における辺地度点数や公共的施設の整備
を必要とする事情につきましては、計画書に記載しておりますので、お読み
取りいただければと思います。また、本計画の策定に当たり、法第３条第４項
に規定する北海道知事との事前協議につきましては、令和５年５月１０日付
けで協議済みとなっておりますので申し添えます。以上、辺地に係る総合整
備計画の策定についてご説明いたしましたので、ご審議のほどよろしくお願
いいたします。

高山議長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。
（反対討論なしの声）
それでは採決を行います。本案について、原案のとおり決定することに賛成
の方は挙手願います。
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（賛成者挙手）
挙手多数です。したがって、日程第８、議案第４号、辺地に係る総合整備計画
の策定については、原案のとおり可決いたしました。
日程第９、議案第５号、令和５年度平取町一般会計補正予算第２号を議題と
します。提案理由の説明をお願いします。総務課長。

総務課長 議案第５号、令和５年度平取町一般会計補正予算第２号につきましてご説明
いたしますので、１７ページをご覧ください。令和５年度平取町一般会計補
正予算第２号は、次に定めるところによるものといたします。第１条歳入歳
出予算の補正でございますけれども、歳入歳出にそれぞれ、６８４２万２０
００円を追加し、予算の総額を６９億３３１４万円にしようとするものでご
ざいます。第２項で歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金
額並びに補正後の予算の金額は第１表、歳入歳出予算補正によるものとして
おります。それでは、歳入歳出予算事項別明細書の歳出からご説明いたしま
すので、２５ページをお開き願います。２款１項９目企画費、１７７９万８０
００円の追加でございます。これは、一つは平取高校の魅力化を図り存続さ
せる会が月１回のペースで開催されておりますけれども、その協議の中から
必要となる予算の調整と令和６年度から全国募集の生徒受入れ体制の整備な
どにかかる平取高校の魅力化に必要な予算の補正となります。二つ目は、民
間賃貸共同住宅整備費補助金と空家等対策推進事業補助金の補正となりま
す。三つ目は、国道２３７号線振内歩道整備に伴う道路照明灯移設工事の補
正となります。７節報償費、１５１万８０００円の追加です。これは平取高校
の魅力化を図り存続させる会の開催回数を増やし、その外部有識者委員の報
償費として１２万円と、高校と地域をつなぐコーディネーター役や町外から
の入学者の受入れ相談などの業務を担っていただく、地域おこし協力隊とし
て１名、６か月分の報償費１３９万８０００円の増額でございます。８節旅
費、５万２０００円の追加。これは存続させる会の回数増に伴う委員の費用
弁償など６万５０００円の増額と、当初先進地視察を予定しておりましたけ
れども、これを取りやめたことによる普通旅費１万３０００円の減額となり
ます。１０節需用費、１８万５０００円の追加。これは令和６年度から、町外
からの入学生を受け入れるため、民家を借用しようとする予定でございます
けれども、その整備や準備のために必要な消耗品などの経費として５万５０
００円、存続させる会の会議のお茶代など、食料費７０００円、高校の魅力化
を考えるフォーラムの開催に伴うチラシなどの印刷代として２万３０００
円、寮として使用する借家の修繕料として１０万円、合わせて１８万５００
０円を増額するものでございます。１２節委託料１２６万５０００円の追加。
これは高校の魅力化を考えるフォーラムの開催に伴う運営等にかかる業務委
託料でございます。１４節工事請負費４００万円の追加です。これは国道２
３７号線振内歩道整備に伴い必要となる、町で設置しております、道路照明
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灯６基の移設工事にかかる費用となります。１８節負担金補助及び交付金１
０７７万８０００円の追加でございます。内訳は、一つ目が平取高校の魅力
化のため生徒を全国募集するためのコーディネーター負担金として５５万
円、地域おこし協力隊活動費補助金として３７万８０００円、平取高校生徒
の全国募集に当たり、学校見学に来る家庭への助成金といたしまして２５万
円を増額するものでございます。二つ目は、民間賃貸共同住宅整備費補助金
９００万円の追加です。これは総合計画に登載はしておりましたけれども、
予算編成時におきまして問合せ等がなかったことから、当初予算に計上して
おりませんでしたけれども、今年度当初に事前相談を実施したところアパー
ト１棟で１ＬＤＫ４戸分の申請があったため、追加で補正するものでござい
ます。三つ目は、空家等対策推進事業補助金６０万円の追加です。これは当初
予算で７件分２１０万円を計上しておりましたけれども、９件の申請があっ
たため増額するものでございます。これらの財源については起債と繰越金を
充当いたします。次に、２６ページ、３款１項１目社会福祉総務費、２３７０
万８０００円の追加です。これは、新型コロナウイルス感染症対応地方創生
交付金の電気・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金のうち、低所得者
支援枠による、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に係る経費と、
同じく推奨メニューによる社会福祉施設に対する燃料、電気、ガス、給食費の
物価上昇分に係る補助金、それと、令和３年度、４年度の子育て世帯等臨時特
別支援事業費補助金、これは非課税世帯給付分でございますけれども、精算
により返還金が生じたことにより補正するものでございます。１０節需用費
１１万８０００円の追加。これは住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付
金の支給事務に係る消耗品やチラシなどの印刷費となります。１１節役務費
６万円の追加。これも給付金の支給に係る郵送料となります。１２節委託料
４７万３０００円の追加。これも給付金の支給に係るシステムの改修委託料
となります。１３節使用料及び賃借料５９万２０００円の追加です。これに
つきましても給付金の支給に係るプリンターなどの事務機器のリース料とな
ります。１８節負担金補助及び交付金２１７１万５０００円の追加でござい
ます。一つ目は、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金として、令和４
年度または５年度の住民税が非課税世帯と令和５年１月から６月までの収入
が減少した家計急変世帯に対して、１世帯当たり３万円を支給するもので、
６５０世帯を見込みまして、１９５０万円を追加するものです。二つ目は、令
和３年度から４年度の物価高騰により燃料費、電気・ガス料金、給食費の増加
など影響を受けました社会福祉施設の障がい者支援施設すずらんに対し、負
担軽減のため社会福祉施設等物価上昇軽減補助金として２２１万５０００円
補助するものでございます。只今、説明いたしました追加補正に係る財源に
つきましては、全額新型コロナ交付金を見込んでおります。２２節償還金利
子及び割引料７５万円の追加です。これは、令和３年度と４年度に実施しま
した、非課税世帯に対する子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金につきま
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して、交付額の確定に伴い、令和３年度分は１世帯当たり１０万円の７件分
で７０万円、４年度分は１世帯当たり５万円の１件分で５万円、合わせて７
５万円の返還金が生じたことによる補正となります。財源につきましては繰
越金を充当いたします。次に２７ページ上段、３款１項２目老人福祉費、１８
節負担金補助及び交付金９４８万９０００円の追加です。一つは新型コロナ
交付金の電気・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金を活用し、只今、
２６ページで説明いたしました障がい者支援施設すずらんへの補助金と同様
に老人福祉施設のかつら園、デイサービス、ケアハウスしずか、こころのホー
ムふれない、生活支援ハウスきずなに対して、燃料費、電気・ガス料金、給食
費の物価上昇分の一部を補助するため、社会福祉施設等物価上昇軽減補助金
として、４１３万４０００円の追加でございます。補助金の内訳につきまし
ては、かつら園、デイサービス分といたしまして２６７万３０００円、ケアハ
ウスしずか分といたしまして９４万４０００円、こころのホームふれない分
といたしまして３６万８０００円。合計で平取福祉会への補助金３９８万５
０００円と生活支援ハウスきずな分といたしまして、富川グロリアホームへ
の補助金１４万９０００円となります。財源につきましては全額新型コロナ
交付金を充当いたします。二つ目は、びらとりデイサービス運営費補助金３
０２万円の追加です。これは、デイサービスの令和４年度決算におきまして、
１１５８万７０００円の赤字となり、そのうち新型コロナウイルス感染症に
よる収入減が４５３万５０００円であることから、不可抗力分といたしまし
て、新型コロナによる減収分、４５３万５０００円の３分の２であります３
０２万を平取福祉会へ補助するものでございます。三つ目は、認知症グルー
プホームこころのホームふれない運営費補助金で２３３万５０００円の追加
となります。これはこころのホームの令和４年度の決算が１６８万７０００
円の赤字となり、赤字額から平取福祉会が負担すべき費用９６万１０００円
を差し引いた残額７２万６０００円と、現在ワンユニット９名で運営してい
る施設について、待機者が２８名いることから、待機者の解消を図るため、９
月１日から、もうワンユニット９名定員の開設を目指しまして、必要な備品
等を整備するための資金として１６０万９０００円、合わせて２３３万５０
００円を平取福祉会へ補助するものでございます。この平取福祉会への補助
金の財源につきましては、繰越金を充当いたします。次に下段、３款１項４目
福祉施設費、１８節負担金補助及び交付金９６万４０００円の追加でござい
ます。これは新型コロナ交付金の電気・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方
交付金を活用いたしまして、びらとり温泉ゆからに対しまして、令和４年度
の燃料費について、令和３年度からの燃料費の増加分の２分の１を燃料費高
騰負担軽減支援金として補助するものでございます。次に、２８ページ上段、
３款２項１目児童福祉総務費、３４４万７０００円の追加でございます。こ
れは、物価高騰により影響を受けている低所得の子育て世帯に対し、支援を
行う国の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を給付
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することに伴う補正となり、国から全額補助金が交付されるものでございま
す。１０節需用費５万３０００円の追加です。給付金の支給に係る消耗品な
どでございます。１１節役務費９０００円の追加です。これは支給事務にか
かる郵送料５０００円と振込手数料４０００円となります。１２節委託料３
８万５０００円の追加です。これは給付金の支給に係るシステムの改修委託
料でございます。１８節負担金補助及び交付金３００万円の追加です。これ
は令和４年度の子育て世帯生活支援特別給付金の対象者と、令和５年度住民
税非課税世帯で、令和５年３月３１日現在で満１８歳未満の児童を養育して
いる世帯及び家計が急変した世帯が対象となり、該当世帯数を３０世帯、対
象児童数を６０人と見込み、児童１人当たり５万円の３００万円を計上して
おります。なお、ひとり親世帯につきましては、北海道が実施する給付金の対
象となることから、この給付金の対象外となります。また、２６ページで説明
いたしました、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金とは別の制度と
なりますので、両方該当する場合はどちらも給付を受けることが出来ます。
次に下段、４款１項５目墓地火葬場費、１０節需用費８８万円の追加でござ
います。これは斎場の１号火葬炉の化粧扉駆動装置の内蔵モーターが経年劣
化のため故障し、交換が必要となったことから、修繕料として８８万円増額
するものです。財源は繰越金を充当いたします。次に２９ページ上段、５款１
項２目農業振興費、８２０万円の追加でございます。１８節負担金補助及び
交付金８２０万円の追加ですが、一つは農業後継者に対する農業者就農促進
対策補助金で、当初予算で５００万円を計上しておりましたが、今年度、４件
の要望があり、農業機械や施設整備等への補助金が不足することから、８０
０万円増額するものでございます。二つ目は、町内の各農業水利施設維持管
理組合が管理負担しております、揚水機場ポンプ等の令和４年５月から８月
分までの電気料が高騰したことから、令和３年度からの値上がり分について、
新型コロナ交付金を活用して農業水利施設電気料金高騰対策緊急支援事業補
助金といたしまして、２０万円を追加するものでございます。財源につきま
しては、農業者就農促進対策補助金は過疎債、農業水利施設電気料金高騰対
策緊急支援事業補助金は、新型コロナ交付金を充当する予定でございます。
次に下段、９款１項２目事務局費、１０節需用費６９万円の追加です。これ
は、地元の農畜産品を積極的に使用することによる生産者への支援と、地元
の飲食店を支援するため、新型コロナ交付金を活用し、平取高校へ地元食材
を使った弁当の配布と、平取養護学校の給食食材といたしまして、地元農畜
産物を提供するための経費となります。消耗品費１５万円は平取養護学校に
対する食材費として６回分を計上しております。食糧費５４万円は町内の飲
食店に依頼します、平取高校に対する弁当代として６回分を計上しておりま
す。財源は新型コロナ交付金を充当いたします。次に、３０ページ上段、９款
４項２目公民館費、１２節委託料１９７万３０００円の追加でございます。
これは、町有バスの運行委託料につきまして、通常であれば年度末に支出す
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るところ、令和４年度の運行距離が契約時の想定走行距離を大幅に下回った
ため、委託料の精算が必要となり、委託業者と協議を行い、出納整理期間中に
事務を完了いたしましたが、担当者が最終的な委託料の支出を失念し、出納
閉鎖後に未執行が判明したため、今回、過年度分の委託料として１９７万３
０００円を追加するものでございます。この件につきましては、本来あって
はならないミスでございまして、今後このようなことがないよう、改めて職
員に確認を徹底するように周知しているところでございます。財源は繰越金
を充当いたします。次に下段、９款５項２目体育施設費、１０節需用費５５万
３０００円の追加でございます。これは、振内青少年会館の物置の屋根が昨
年の大雪の影響により一部傷んでおりましたけれども、今年に入ってから青
少年会館の屋根からの落雪により、物置の軒が折れて屋根が損傷したため、
修繕が必要となったことから、修繕料として５５万３０００円を追加するも
のでございます。財源は繰越金を充当します。次に３１ページ、９款６項１目
学校給食費、１０節需用費７２万円の追加です。これは給食の食材として地
元農畜産品の使用による生産者の支援のため、新型コロナ交付金を活用して、
びらとり和牛や黒豚など、地元食材の購入費用として７２万円増額するもの
で、ニシパランチとして６回提供する予定でございます。歳出については以
上でございます。次に歳入についてご説明いたしますので、２２ページをお
開きください。上段、１５款２項１目総務費国庫補助金、１節総務管理費補助
金、２９６６万６０００円の追加でございます。これは歳出で説明いたしま
した、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金、社会福祉施設等物価上
昇軽減補助金、ゆから施設燃料費高騰負担軽減支援金、農業水利施設電気料
金高騰対策緊急支援事業補助金、平取高校、平取養護学校、学校給食への地元
食材提供に係る経費として、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交
付金を充当するものでございます。次に下段、１５款２項２目民生費国庫補
助金、２節児童福祉費補助金３４４万７０００円の追加です。これは２８ペ
ージで説明いたしました、子育て世帯生活支援特別給付金の支給に係る経費
について、全額新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金が交
付されるものでございます。次に、２３ページ上段、２０款１項１目繰越金、
１節繰越金２６７０万９０００円の追加でございます。今回の補正につきま
しては国庫支出金と起債を主な財源として充当し、なお不足する財源につい
て前年度繰越金に求めるものでございます。次に下段、２２款１項１目総務
債、１節総務債６０万円の追加です。これは２５ページで説明しました、空家
等対策推進事業補助金に過疎債を見込んだものでございます。次に、２４ペ
ージ、２２款１項３目農林水産業債、１節農業債８００万円の追加です。これ
は２９ページで説明いたしました、農業者就農促進対策補助金に過疎債を見
込んだものでございます。歳入歳出予算事項別明細書については以上でござ
います。次に、第２表、地方債補正についてご説明いたしますので２０ページ
をお開きください。第２表、地方債補正は起債の目的、補正前の限度額と補正
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後の限度額、起債の方法、利率、償還の方法をそれぞれ明示したものとなって
おり、先ほど歳出でご説明したとおり、本補正予算における起債の目的は、空
家等対策推進事業と農業者就農促進対策事業の二つの事業でありまして、補
正前と補正後における限度額については、記載のとおりでありまして、その
限度額の総額を７億９２１０万円から８億７０万円に変更するものでござい
ます。以上、議案第５号、令和５年度平取町一般会計補正予算第２号につい
て、ご説明申し上げましたので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

高山議長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。１番井澤議員。

１番
井澤議員

２５ページの歳出のところで、１４節の国道２３７号線振内歩道整備に伴う
道路照明の移設工事のところで、６基の移設で４００万円とありますが、こ
れは節電タイプの既にＬＥＤ化工事とか、節電タイプのものになっているも
のの移設となりますか、それとも、移設のときにそういうような工事をする
のでしょうか。

高山議長 建設水道課長。

建設水道
課長

今回の国道２３７号線振内地区の歩道整備事業でございますが、こちら今回
の工事につきましては、農協の交差点から本町側に１８０メートル、それか
ら、妻恋橋の周辺の迂回路で２００メートルほどの工事が予定されておりま
す。そこにある、道路照明灯、６基のうち２基につきましては、ＬＥＤ対応に
なっているのですけれども、残りの４基につきましてはナトリウム灯のまま
でございます。それらを今回、道路の支障にならない位置にずらすというこ
とで、予算を計上させていただいておりますので、全部ＬＥＤにするという
考えではなくて、現状の道路照明を移設するという工事で考えてございます。
以上です。

高山議長 １番井澤議員。

１番
井澤議員

４基のナトリウム灯を変えることはないということですけれども、６月から
北電の電気代等がかなり大幅に上がっているということがありますので、予
算の補正になることであれば、ナトリウム灯は結構電力を使うものとお伺い
してますけれども、こういう機会に検討することがちょうどいい時期ではな
いかと思いますが、いかがでしょうか。

高山議長 建設水道課長。

建設水道 只今、ご意見いただきましたとおり、ナトリウム灯についての頭部の交換と
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課長 いうのも検討材料の一つかなと思っておりますけれども、今回の４基の移設
につきましては、迂回路部分へまず４基を移設しようということで考えてお
りますので、国道の本線にまた戻す来年度以降、戻す段階でどうするかとい
うのはこれから検討させていただければというふうに思っております。

高山議長 ほか質問ありませんか。８番千葉議員。

８番
千葉議員

３０ページ。９款４項２目の公民館費について、常任委員会のほうでも説明
がひと通りありまして、今回の町有バスの運行管理委託料、いわゆる過年度
分というふうに記載されていますけれども、これはかなり直前になって気づ
いたのかどうなのか。やはり説明の中でも、総務課長があってはならないこ
とが今回起きてしまったと、そういう意味では反省しているということでそ
れは人間ですから、見落としとか勘違いとかあるのは仕方ないなと思うので
すけれど、ただ、どの時点でこれが分かったのか、ましてや人事異動の関係も
あったでしょうから、引継ぎの中でこういった話というのは全くなかったの
か。その辺の詳細についてだけ、一応この議場で伺っておきたいと思います。

高山議長 生涯学習課長。

生涯学習
課長

この件について、判明した時期でございますけれども、道南バスのほうから
６月１日にご連絡がありまして、まだ委託料が入っておりませんということ
で、連絡を受けた時点で判明したものでございます。引継ぎにつきましては、
私のほうで、係に任せっきりにしていたという責任もありますけれども、特
に同じ係の者がずっと町有バスを担当しておりましたので、特に他の者に引
継ぐというのはされてなかった状態でございます。今後は本人にきちんと請
求書は、後で整理するものにつきましては、クリアファイルなどに入れて目
につくところに保管しておいて、スケジュール帳に処理する日にちを記入す
るなどして、再発防止に努めるようにしてまいりますので、私のほうからも、
定期的に係のほうに声をかけまして、再発しないように努めてまいります。
誠に申し訳ございませんでした。以上でございます。

高山議長 ほか、２番中川議員。

２番
中川議員

２９ページの５款１項２目１８節の平取町農業者就農促進対策補助金８００
万円と書かれておりますが、これは常任委員会のときは説明がなかったのか
なと。急遽、応募したら何件かが出てきてこういう金額になったのかなと。最
初から５００万円の予算はしたのだけれど、８００万円の補正ということは、
合計１３００万円になるというふうに思いますけれども、この内容について
ちょっとお伺いしたいと思います。
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高山議長 産業課長。

産業課長 只今のご質問にお答えしたいと思います。今、中川議員のほうからご指摘あ
りましたように、町のほうでは新年度入りまして４月に農協を通じて、各生
産者のほうにこちらの事業、ほか町の農業施策の事業については、４月に入
ってから農協を通じて周知して、事業募集をしているところであります。そ
ういった結果、今年度につきましては４件の生産者の方から申込みがありま
して、内容等精査した中で、４件それぞれ施設の整備、または軽種馬生産者の
方もいるのですけれど、そういった繁殖牝馬の購入等で補助事業等に該当す
るものですから、今回、１３００万円の予算を計上したいということで、不足
の８００万円を計上しています。

高山議長 中川議員。

２番
中川議員

補正ということは、下の電気料金とか、こういう高騰して２０万円を補正し
ましたよと、こういうのは分かるのですけれども、農業者就農促進補助金と
いうことは事業に関わることで、農業者というのは１２月仕事を終えて来年
度、こうしたいということを計画するのであれば、大抵１２月には案を考え
て申請すればいいのかなというふうに思うのですけれども、そうすることに
よって補正しなくても、大体の見当はついてくるのではないかと思うのです
けれども、そういう対応は出来ないのかなと。このまま、今までどおり４月に
案内を出して、足りなかったら補正しますよという考え方なのか、その辺ち
ょっとお伺いしたいと思います。

高山議長 産業課長。

産業課長 こちらの平取町農業者就農促進対策事業でありますが、その事業の要件とし
ましては、後継者対策が該当します。後継者の方が親元に戻ってきて就農し
て、就農を２年目から５年間、５年間というか４年ですね。就農後５年以内が
この事業の対象になるのです。ですからその辺については、事前に生産者の
方には、毎年のように周知はさせていただいてはいるのですけれども、その
中でやはり、農業事情によっては、１月の営農計画を作成する段階で、ある程
度わかればいいのですけれど、今回の場合については４月に入った時点で４
件の申込みがあったという形になっています。ですから、事前に毎年この事
業は説明をして、１月の営農計画の時には産業課の担当も農協へ出向いて
色々とＰＲはしてはいるのですけれど、その段階では申込みがなかったとい
うこともあったものですから、今回こういう形での補正をさせていただきた
いと思っています。
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高山議長 ほか質問ございませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。
（反対討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは、採決いたします。本案について原案のとおり
決定することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。したがって、日程第９、議案第５号、令和５年度平取町一般会
計補正予算第２号は原案のとおり可決しました。
続いて日程第１０、報告第１号、繰越明許費繰越計算書一般会計の報告につ
いて説明を求めます。総務課長。

総務課長 報告第１号、繰越明許費繰越計算書一般会計についてご報告いたしますので、
議案書３３ページをお開きください。地方自治法施行例第１４６条第２項の
規定により、繰越明許費繰越計算書を作成し、これを議会に報告するもので
ございます。３４ページをご覧ください。繰越費用に係る各事業の内容につ
きましては、予算計上時点におきまして、既にご説明申し上げておりますの
で省略させていただきますけれども、令和４年度予算の一部を令和５年度に
繰越した事業につきましては、議案書に記載のとおりであり、災害復旧事業
が２事業、それ以外の事業が４事業の合計６事業でございます。翌年度への
繰越額の総額は１億３０１９万８０００円となり、その財源につきましては、
未収入特定財源といたしまして、国道支出金が９８４１万３０００円、起債
が３０４０万円。その他財源といたしまして、災害復旧事業分担金２００万
円、町の一般財源は、１３８万３０００円となっております。この６事業は、
いずれも令和４年度の年度末までに事業を完了することが出来なかったこと
から、地方自治法第２１３条第１項において、予算成立後の事由に基づき、年
度内にその支出を終わらない見込みのあるものについては、予算の定めると
ころにより、翌年度に繰越して使用することができるとの規定に基づき、こ
の予算を令和５年度に繰越したものでございます。以上、報告第１号、繰越明
許費繰越計算書一般会計について報告させていただきましたので、ご承認く
ださいますようよろしくお願いいたします。

高山議長 これから質疑を行います。質疑ありませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。以上で日程第１０、報告第１号、繰越明許費繰越計算書
の報告についてを終わります。
休憩いたします。再開は１１時です。



- 18 - 

（休 憩 １０時４４分）
（再 開 １１時００分）

再開いたします。日程第１１、一般質問を行います。各議員からの質問事項は
お手元に配布したとおりであり、この順序により指名をいたします。はじめ
に、８番千葉議員を指名します。千葉議員。

８番
千葉議員

今回通告してあります平取町国民健康保険病院の運営と、今後の取り組みに
ついてを伺いたいと思います。私自身、約４年間ほど一般質問していなかっ
たものですから、多少緊張感を持ちながら、できる限りわかりやすく質問を
していきますので、丁寧なご答弁を期待しております。地域医療の拠点とな
っております、平取国保病院の運営についてでありますけれども、遠藤町長
のほうも就任から約３年経過しましたけれども、公約の確か一つでもあった
病院改革が現在どのように進めようとしているのか、一つ一つ具体的な方針
や考え方、そして将来に向けた国保病院の方向性を伺っていきたいと思いま
す。まず一つ目に、川上前町長時代から大変要望の多かった在宅訪問診療の
実施に向けた考えは一定の年数、もう既に経過しておりますが、未だに具体
的な取り組みに至っていないのが現状かなというふうに思っております。今
後の在宅訪問診療に向けた考え方を伺っていきたいと思います。アンケート
結果を保健福祉課のほうから提出してもらって、以前私もファイルしてあっ
たのですけれども、この中身をちょっと説明したいと思いますけれども、６
５歳以上のアンケートでありますけれども、回答者数が７００名、それから、
回収率が約４５％というアンケートでありますけれども、この中でも訪問診
療、訪問看護のアンケート調査ということで、見てのとおりなのですけれど
も、各議員も手元に多分この資料はあると思うのですけれども、まず、通院に
対して、大変困っている方が相当数いると。今はないが、将来不安だよという
人が圧倒的に多く３７４人。それから、通院手段がなかなかないと、定期的な
バスの運行とか、病院の送迎もあるのですけれども、それと通院に何よりも
やはり時間がかかるという、この６５歳以上の回答者７００名のうち、５０
０名以上がこういった回答をいたしております。それと訪問診療についてで
ありますけれども、大体訪問診療自体を知っているという方、多いのですけ
れども、知らないという方も約２割ほどいたようですね、このアンケートの
時点では。それと、訪問診療を利用したいかという率直なストレートの回答
については、約半数の方がはいと、利用したいという回答であります。まずも
って、この訪問診療について、多分実施に向けて一生懸命協議はされている
と思うのですけれども、現時点での考え方を伺っておきたいと思います。

高山議長 町長。
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町長 千葉議員のご質問にお答えしたいというふうに思っております。今、議員の
ほうからもアンケートの結果を若干お話しいただきましたけれども、私のほ
うからもお話させていただきます。昨年、保健福祉課が６５歳以上の高齢者
を対象に、訪問診療、訪問看護に関するアンケートを実施してございまして、
回答者数７００名ということでしたけれども、回答者の４９％、約半分は訪
問診療を利用したい、将来において利用したいとの回答だったということで
ございます。やはり回答された方は、これから本当に通院困難になった場合
ですとか、そういうことを考えて、主治医、かかりつけの医者に診てもらえる
というようなこととか、家族の負担軽減ができるというようなことで、訪問
診療を希望したいという結果になってございます。これを今の方が、今後ど
れだけ利用するのかというのは未知数なところもございますけれども、ニー
ズとしては非常に大きなものがあるというふうに私も感じております。訪問
診療を開始するにあたって、色々と国保病院のことも、現時点での進捗状況
といいますか、そういうところでお話をさせていただきまして、今後、訪問診
療をやるとなれば現在の常勤３名の医師の中で、色々なやりくりをしながら、
始めるのがまずは的確な現時点でのうちの病院の状況から見て、やり方とし
て、１番早いやり方かなというようなふうに思っておりまして、今３名体制
で外来業務、病棟管理、救急対応というようなことでそれぞれドクターが担
当しているというような状況でございまして、具体的に訪問診療始めるとな
るとですね、平日午後のいずれかのそういったコマをそういったものに充て
るというようなことになるのかなということで、１名が訪問に出ると、外来
ですとか、救急等の影響も考慮しなければならないかなというふうに考えて
ございます。また、昨年１１月から、病院地域連携室に専任の職員、社会福祉
士を配置しまして、入院相談、退院後の在宅医療に関することですとか、介護
サービスに関する相談、町内各関係機関との調整について、受付を行ってお
りますので、今後、始めるというようなことを前提とした時には、地域連携室
を窓口として、対応していくのが適切な方法かなというふうに考えてござい
ます。まだ先ほど申しましたドクターの状況ですとか、スタッフの体制です
とか、それから平日のどの時間にこういうコマ当てはめていけばいいのかと
いうようなことも含めて、まだ若干その検討の時間が必要かなというふうに
考えてございまして、もう少しお時間をいただきたいというふうに思ってお
りますけれども、ただ、訪問診療は谷院長の考える国保病院の診療方針の一
つでもありますし、私もこれからの国保病院の診療科目として必要だという
ような考えも持っておりますので、そういった体制の整備について、なるべ
く早く、その地域ニーズに応えるべく、体制の整備に努力をしてまいりたい
というふうに考えてございます。

高山議長 ８番千葉議員。
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８番
千葉議員

今、町長述べられました訪問診療の関係ですけれども、予算審査特別委員会
の中でも確か井澤議員からだったと思うのですけれども、質問がありまして、
その時は確か副町長が回答されたという記憶なのですけれども、令和５年度
は先ほど町長がおっしゃったとおり、午後からの時間帯を使って、試験的に
でもまず進めたいんだという、確かそういう答弁だったと思います。まだ一
定の時間を要するという答弁でございましたけれども、これはやはり、まず、
どういう状況になるのか、今ドクターの負担も確かにあると思うのですね、
今の体制からいくと。ただ、この時点でまずは踏み込んでみてその結果何が
欠けているのか、時間的にどんなものが必要なのか、あるいはその訪問診療
を受けている患者さんがどういう考えを持っているのか、行ってみれば分か
ることですから、まずは。そこからやはりスタートして、まず実施に向けて一
つ一つ階段上るようなかたちでも結構ですから、取り組んでいくような方向
でやっていただきたいなというふうに私は思っています。ご承知のとおり、
今現在平取町本町を中心として、門別国保病院のほうから、訪問診療、在宅で
も、一定の患者さんを見ていただいています。よく言われるんですね、平取町
もぜひ訪問診療頑張ってやってくださいと。できるだけサポートはするけれ
ども、やはり、日高の町民である方がやはり優先されてくるというので、受け
たくてもやはり受けられない状況がもう、間近に来ているなというふうに私
も感じておりますけれども、それと何より受けている方の家へ行って話を聞
いてきましたら、最後の看取りまできっちりとサポートしてくれると。これ
が非常に家族としてもありがたいし、このことについては、やはり言葉では
言えないぐらい、感謝を申し上げているということで、おっしゃっておられ
ました。私は在宅医療、訪問診療というのは、やはり地域性を考えると、先ほ
どのアンケートにもあったとおり、病院までの交通手段とか距離がやはり生
まれてくる地域がたくさんあるものですから、受けたいという患者さんのと
ころも行って、今回アンケート以外にもちょっと話を伺ってきましたけれど
も、ぜひ平取国保病院のほうでも実施していただきたいと、もうそれが切実
な願いだということで訴えている患者さんもおりますので、ぜひ早期に実現
するような検討で向かっていってもらいたいなと思っています。それでどう
しても訪問診療となるとドクターの関係が生まれてくるわけなのですけれど
も、もう一つはやはり在宅医療と在宅ケア、これをやはりセットにして動い
ていただくというのが私は基本中の基本かなという考えがあります。例えば、
福祉法人あたりでも民間で新ひだかなどでやっているところがたくさんある
のですけれども、在宅ケアのセンターはやはり作っていて、民間の福祉法人
にある程度任せているというところもあるのですけれども、町の場合はご承
知のとおり、平取福祉会という組織があるわけでして、いつも補助したり助
成したりするというのは、これはもう町民に向けて一定の私は福祉対策とし
て、財政支出が必要かなという考え、いつも持っています。だけれども、やは
り協力して連携していくという部分では、この訪問診療、在宅ケア、あるいは
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その訪問看護、もうこれはトータルでやはり考えていくということの中にお
いては、やはり福祉会もちょっと出てきてもらって協議を重ねてもらって一
体化して、どうせなら取り組んでもらうという考え方を私個人的に持ってい
るものですから、その辺の考え方はどうでしょうか。福祉会とも協議をして
いるのかどうかも分かりませんが、どう考えてるのか伺いたいと思います。

高山議長 町長。

町長

高山議長

先ほどの質問といいますか、特別委員会で副町長が答弁しましたし、私の先
ほどの答弁にもありましたけれども、今、やはりこの平日の午後であれば対
応というような、その実態の把握みたいなものもある程度出来てくるところ
もありますので、試行的なものにまずはなるかもしれませんけれども、私も
早期の実施に向けて、またドクターともいろいろと協議をさせていただきた
いなというふうに思っています。それから福祉会との連携、訪問介護等につ
いてもやはりこれはもう本当に色々包括的なそのサービスを提供するという
意味ではもう欠かせないものかなというふうに思っておりますので、先ほど
も言いましたけれども、地域連携室に専任の者も配置したというようなこと
もあって、以前よりはそういった関係機関との連携が円滑になっているとこ
ろも出てきておりますので、そういうところを利用しながら、さらに訪問診
療始めるにあたってのいわゆる全体的なケアみたいなものについて、ぜひ福
祉会とも色々協議させていただければというふうに思っています。

８番千葉議員。

８番
千葉議員

そうですね、多少時間がかかるかもわからないですけれどまず探っていくと
ころから、ぜひ動き出してもらいたいなというふうに思って期待をしており
ます。私が議員になって最初の頃だったのですけれども、前にもその訪問診
療の話がやはり時々上がっていたんですよね。ところがなかなか連携がうま
くいかないというか、継続出来なかった要因の中に私はやはり先ほど町長も
おっしゃったように医療連携室という形のポジションが生まれたし、それか
ら包括支援センターの機能も当然発揮できるような形も生まれているわけで
すから、あとは、やはり肝心なのは医師を中心とした病院スタッフの考え方、
行動力、実行力、それと共通の認識、これをやはり深めていかない限りは、な
かなかこのアンケートにあるような形で町民の要望が高くても、実施に向け
た本格的な始動というのは私はまだちょっと難しいのかなというふうに思っ
ていますけれども。特に中心となってくるのがやはり、今のスタッフの配置
でいいのか悪いのかというのもあるのですけれども、まず病院の運営の考え
方、認識、特にドクターの考え方が非常に強いウエイトを占めてくると思い
ますので、その辺の協議をやはり深めていくということは、私は必要かなと
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思っています。それと、今年の改選前の最後３月の定例会でも、質問の中にあ
ったのですけれども、その中で答弁されたのが、いわゆる病院の運営委員会
的なものは全く開かれてないと。それと病院改革プランも、一体今どこにあ
るのか。全く、私いち議員としても見えてきていない部分があるのですけれ
ども。そのときの答弁では、これからはできる限りそういったものは開催し
ていきたいと明確な答弁をもらっているのですけれども、その辺の今後の先
行き、取り組みについて、今現在の考え方について、どうなのか伺いたいと思
います。

高山議長 町長。

町長

高山議長

３月の議会でもご答弁申し上げました経営強化プラン、これにつきましては、
色々とコロナ禍ですとかで国の方針がなかなか出なかったというようなこと
もあって、ちょっとこう延び延びになって、何か策定の時期まで行っており
ませんでしたけれども、今年度中には策定をするということで３月のときも
答弁させていただいておりまして、今、現段階としてはですね、病院内での事
務的なレベルでの協議と、先進病院等の情報収集が主になっているというよ
うなことでございまして、より動きとしてなかなかこう、外部的な目から見
て動きがないようなふうに映るかもしれませんけれども、年度内作成に向け
て、色々準備を進めているというようなことでございまして、もちろん３月
でも私、答弁させていただきましたけれども、もともとある病院の運営委員
会ですとか、それから議会の常任委員会、全員協議会、そういったものが最終
的に報告できるまで、地域への説明等も含めて、これから精力的に行ってま
いりたいと考えてございます。

８番千葉議員。

８番
千葉議員

そうですね、ぜひその辺のことはこれからの取り組みとして、最優先でぜひ
お願いしたいなというふうに思ってます。それで、二つ目の質問なのですけ
れども、昨年、産業厚生常任委員会で協議され、その後１２月の定例会で請願
採択されました人工透析実施に向けた調査や取り組み、それが今までちょっ
とどういう形で進められているのか、ちょっと残念ながら私には全く見えて
ないんですよね。最初、９月２７日に人工透析増設検討資料ということで、予
算的な内訳をいただきまして、その後、常任委員会のほうでも協議して、ちょ
っと課題的な設計、スタートするにはまだまだ、こういう１０床を設けてい
くという形よりも、５床に下げた部分で再度、内訳を出してくれないかとい
うことで、再度、１０月１３日木曜日に資料いただきました。その後、常任委
員会のほうで様々検討がなされた結果、附帯意見付きでの請願採択でありま
したけれども、病院事務長のほうから内訳等々かなり丁寧な説明を受けまし
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て、なるほどな、この資料を私いただいた時、正直申し上げて人工透析の実施
はかなりハードル高いなと。極端に言うと難しいのではないかなという捉え
方をせざるを得ませんでした、その時点では。つい最近までそう思っていま
した。それで私も様々知っている病院の院長先生、あるいは実際、透析を今現
在やっている、近間では苫小牧とか新ひだか、門別国保病院もあるわけです
けれども、やはりやり方とか、調査をもっと深めていくと一つ一つ…私、今日
は数字的なことは一切申し上げません。この資料に対しては、一応こういう
形ですと出されたものですから、それに対しての質疑は一切行いませんけれ
ども、ただ、やはり再調査をして、何ていうのかな、初期投資の部分とか、透
析実施に向けた医療スタッフなんかの配置なども、かなりこの実態というか、
やはりある程度年数たてばこういうふうにできるんだなという部分もちょっ
と自分では見えてきまして、近間でいうと門別国保病院は別に循環器の専門
の医者が常駐しているわけではないし、設備としてもこれからだんだん要望
があると増やしていく考え方もあるようなんですね。今現在どうなのという
形を聞きましたら、新ひだかの病院のほうと連携しながら、ちょっとオーバ
ーしている部分というのは、振り分けてやっていると。それと苫小牧の病院
の力も借りていると。要するに、新しい患者さんが来るということに対して
やはり待機者が生まれている。これはもう患者さんにとってやはりそれなり
の距離を移動しなくてはいけないという形になるものですから、このことに
ついては、やはり今現在どうなのかということも含めて、私ももっともっと
勉強していきたいなというふうに思っていますけれども、やはりコストを縮
減したり、改善策、これはやはりもっともっと掘り下げて再調査をしていく
必要性があると思うのですけれども、中間報告でもいいのですけれど、現在
のこの人工透析実施に向けた取り組み、考え方、まずは町長の見解、中間報告
でもいいですから伺っておきたいと思います。

高山議長 町長。

町長 ３月の定例会でも人工透析に関する質問をいただいておりまして、若干その
答弁の繰り返しになるところがあるかもしれませんけれども、答弁をさせて
いただきたいというふうに思っています。昨年、議会で採択されました透析
室の開設を求める請願、この主旨を町としても、受け止めさせていただきた
いというふうに思っておりますし、私も以前にもその患者様の家族の会とい
うところからも要望があって、そういった切なる声といいますか、そういう
ものも真摯に受け止めさせていただきたいというふうに思っております。先
ほど議員の質問にもございましたけれども、採択に関しての付帯意見もいた
だいておりまして、透析の開設は経営に大きく関わるものであるので、実効
性、実証性の高い改善策となるように今後の平取町全体の医療の在り方も検
証しながら、そういったものを検討願いたいというふうな付帯意見も付して
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いただいたというようなことで、今、この透析に関してはもう議会ですとか
町民の皆様の様々な意見もあるといようなことも、私も承知をしているとこ
ろでございます。付帯意見の内容に沿うことになると思いますけれども、先
ほどの答弁にもありました今年度中に策定すべく、公立病院の経営強化プラ
ンの検討の中で病院全体の経営も加味しながら、透析室の開設はどうなのか
というような検討をさらに進めていきたいというふうに思っておりまして、
今のご質問にあったとおり、以前、こういった資料を提出してほしいといっ
た中での提出であったというところもあって、さらに、これから検討するに
当たっては、やはりもっともっとこう、他の事例も小さな自治体の病院の事
例等もまだまだあるというようなことで、刻々そういった病院の情勢も動い
ているというようなこともあって、ぜひそういった情報収集も改めて実施し
たいということでして、事務的なものはもう今、事務長主体にやっていると
いうことでございます。色々な資料を集める中で、議会としても判断する拠
り所となった資料があるというふうに思っておりますので、そういった資料
もぜひ参酌させていただきながら、さらに現状に即した精度の高いといいま
すか、そういったシミュレーションも行いながら情報収集して、もちろん今、
門別国保病院に依存をしているというようなところもありますので、門別国
保病院とは事務的なレベルでは色々とお話しをさせていただいておりますけ
れども、やはり、最終的には首長同士の協議ですとか、そういうものにまで、
協議を進めていきたいというふうに思っておりまして、また専門的な客観的
な目で見ていただくような、専門的なアドバイサーの方の意見等も入れなが
ら検討を進めてまいりたいというふうに思っております。先ほど、改革プラ
ンのスケジュールみたいなものを答弁させていただきましたけれども、それ
と併せて今、皆さんにお見せできるような段階まで持っていくための事務的
な作業をやっているところでございますので、一定程度のお示しできるもの、
途中で色々なやりとりを、というようなこともあるのですけれども、ある程
度のそういった段階になりましたら、ぜひ運営委員会等も通じて協議の場を
持たせていただければというように思っています。

高山議長 ８番千葉議員。

８番
千葉議員

私もこの人工透析というのはそうそう簡単なものではないなという意識は持
っているんです。自分でも病院現場も何回か実際に見てきましたし。ただ、経
営としてどうなのかという部分というのは、多分、首長である町長が１番、心
配していることだというふうに思っているのも、それも理解よく出来ます。
ただ、私が感じていることは、色々調査検討しますよという、今の町長の答弁
でしたけれども、私は大事なのは、まず、やれるかやれないかということは別
として、やるのであればどんな方策があるのか、何を変えなくてはいけない
のか、コストを下げるためにはどうしたらいいのかという、一つ一つつまん
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で前に進めていくような、いわゆる立ち位置がどうなのかという部分なので
すよ。最終的な判断というのはこれはもう首長さんの判断で構わないと私は
思っているのですけれども、私も知識がまだこの医療の関係とか透析の関係、
まだまだ自分でも少ないと思っているのですけれども、やはり一つは、もし
実施するとしたらどうなのかという立ち位置でいるかいないか。このことに
よって随分やはり調査の方法とか、詳細を調べていく中で変わってくるなと
いうふうに思っているのです。常任委員会のほうでも、検討資料としてこの
数字を出された部分も、もう何度も何度もめくりながら見ているのですけれ
ども、これはやはり、まずは初期投資の部分も、それから透析設備の実施運営
に関するスタッフの関係もそうなのですけれども、このまま人工透析を導入
していくという考え方で、うちの病院でなかったとしても、もしこの資料出
されたら人工透析すると全て病院赤字になるのか、というふうに理解しなけ
ればならないのかなという資料になっているのです。だけれども、実際に人
工透析を中心に内科や小児科をやっている病院のスタッフにも話聞きました
が、トータルで考えていけば決してそうではないよと。なぜかというと、まず
一つはやはり透析を受けている患者さんというのは固定の患者さんになるわ
けです。５人来るのか１０人来るのか１５人なのかそれは分からないですけ
れど、今現在平取町内に１２、３名の方が透析を必要としている患者さんな
のですけれども、潜在的にいわゆる将来もしかしたら、私も予備軍かなとい
う数値を持っている人がその倍以上いるのです。私はその予備軍の方何人か
に話を伺っていますけれども、やはり１番心配しているのは距離感、時間な
のです。ですから命をつないでいく、この医療行為がやはり人工透析なので
す。切実な問題だということをやはり改めて認識してもらうしかないのです
けれども、最終的な判断、いつ下されるのかなというふうには思いながら、や
はり原点に返って詳細を調べて調査をして改善策があるのであれば、この部
分で踏み込んでいけば、何とか実施出来るのではないのかなという部分をぜ
ひ模索しながら探していっていただく。これがやはり基本中の基本かなと思
っています。それでどうしてもできないという結論になれば、これはもう仕
方がないですよ。一つの判断ですから。その辺のことを立ち位置がどうなの
かなということが私にはあまり見えていない。私が鈍いのかどうなのかわか
らないですけれども、考え方として。それで三つ目に質問で出している部分
で、ＮＴＴのデータに基づいて、その中でもいわゆるほかの自治体との比較
とか、透析室に関する資料という項目があるわけなのですけれども、逆に言
うとＮＴＴデータとの話合い、協議というのも進めているのかなというふう
に期待を持っているのですけれども、当然のことながら、ＮＴＴのグループ
では病院経営もされていますし、医療関係のデータも相当持っている、大変
大きなデータ収集会社だなというふうに思っていますので、それなりのアド
バイスとか、資料とかというのは提示されて説明を受けていると思うのです。
ただ、そういった大きな会社のデータ、あるいはその派遣されてくる説明員
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の人たちにもよると思うのですけれども、その資料とあわせて、やはり身近
にある病院を調査してもらいたい。このＮＴＴデータの資料は、実はこうい
うことで、こうですよというのは、参考資料だと私はあくまでも思っている
のです。ただ、詰めの作業で実施に向けた取り組みという形になると、やはり
最終的には先ほども町長も言われていたとおり、まずは近場の病院とか同じ
ような経営をされているような自治体病院とか、あるいは個人病院でも、や
はり透析をメインにして、あと、さっき言った内科や小児科をやっているよ
うな病院、これやはり辿っていけばやはりご意見を頂戴することは、私は難
しいことではないのかなというふうに思っていますので、とにかく、私はも
う一度原点に返って、どのぐらい時間をかけてくれるのか分からないのです
けれども、再調査をお願いしたいと思っていますけれども、考え方もう一度
伺っておきたいと思います。

高山議長 町長。

町長 先ほどの答弁が再調査と言われれば、再調査をするということになるかなと
思っておりまして、要するに特にその近隣の門別国保病院との色々な関係で
すとか、今後の例えば日高町と平取町の人工透析患者数の推移等も含めて、
様々意見交換しながら情報共有して、実施できる方向がどうなのかというこ
とを探るということになろうと思います。私も３月の答弁でもそうですし、
実際、私の気持ちとしては、まず中立的な位置に立って本当にこう資料から
なり、そういったいろんな事例から判断してどうするかということを決めた
いということを再三申し上げているつもりでして、そういうふうに映らない
というのは、ちょっとどうか、私の表現にまずさがあるのかなと思いますけ
ども、気持ちはそういうことですので、改めてご理解いただければというふ
うに思っております。そのＮＴＴデータ経営研究所の資料等についても、本
当に莫大な全国のそういったデータもあるということで、そういったものを
ぜひ参酌させていただきたいというふうに思っていますし、色々と千葉議員
からご質問いただいた内容については、私も本当にそのとおりだなと思って
いまして、冒頭申しましたとおりやはりうちの国保病院の経営の在り方とか、
地域医療に対する姿勢ですとか、そういったものを全部含めて、透析室の実
施が可能かどうかということをやはり判断せざるを得ないというようなこと
を思っていますので、本当に最終的には、色々な意見の中で決断しなければ
ならないというふうに思っておりますので、そこに至るまで色々なやりとり
が必要かなというふうに改めて感じているところもありますので、ぜひ、そ
ういった議論になるような資料の提出ですとか、そういった協議の機会を持
ってまいりたいというふうに思っていますので、ご理解いただければと思い
ます。
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高山議長 ８番千葉議員。

８番
千葉議員

そうですね、是非そういった形でこれからも…一生懸命やってくれていると
私は思っていますけれども、踏み込んだ資料なども求めながら、実際どうな
のかな、総合的な判断を期待しております。よく病院改革と言葉ではそう言
うのですけれども、やはりトータルとしてどうなのという形が先ほど言った
在宅診療とか訪問診療、これもやはり医療の点数が高くなっていくし、それ
から踏み込んでいくとやはり病院との信頼関係ができてくると、やはり足を
運んで通院してくれる、いわゆる患者さんの数もおのずから増えてくる部分
というのもあると思うのです。ですから、改革プランを語るとき、やはり無
理、無駄、色々なこと、今まで一生懸命事務長をはじめ努力してくれている
姿、私の目に焼きついていますから、そのことも大事なのですけれども、どう
やったら病院を変えていけるのか、町民の多くに信頼していただいて、病院
に足を運んでいただけるのか、という原点をやはり探っていくということを、
ぜひこれからも続けてもらいたいなというふうに思っています。国保病院は、
ご承知のとおり新しい建物になりまして、元金の償還だけでも、もう毎年１
億円以上、１億数千万円という額になり、今のまま改革と言ってもなかなか
難しい面は理解できるのですけれども、やはり病院を変えていかない限りは、
財政的な負担というのはこれ否めないなと。このままずっと続くという認識
なんです私。ですから、一般会計から繰入れする金額を少しでも、まずは１０
００万円でも２０００万円でも減らしていく、そのためにはやはり、例えば
の話ですが、やはり人工透析をやったら実際どうなのかなと。この資料で出
された数字以外にも、私はそれこそ付帯意見ではないですけれど、逆の意味
で付帯して付いてくる患者さんの数も増えてくるという部分もやはり期待し
ていいのかなというふうに思っていますので、その辺も総合的に加味をして、
ぜひ調査をしていただきたいなというふうに思っています。難しいと思いま
す、これは。今まで私も議員を２０年以上やっていても、なかなかこう思うよ
うな病院の経営とか改革ということに対して、言葉の入り口では議論される
のですけれども、どうしても入り口付近の議論だけで、先へ進めない部分と
いうのかな、よしこれはちょっとやってみようという踏み込んだ意見がなか
なか、今までなかったようにも思っているのです。ぜひ、その辺のところを汲
んでいただいて、これからの病院経営、特に人工透析を中心としてやってい
る病院は果たしてどうなのか、どういった試算ができるのかということも含
めて、トータルで病院改革を考えていただきたいと思います。その辺につい
て、もしご意見があれば賜りたいと思います。

高山議長 町長。

町長 繰り返しになりますけれども、改革という名がついておりまして、私も国の
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そういったガイドラインみたいなものというのは、要するに採算に特化した
といいますか、要するにもっとこう、病院の統合ですとか、そういうものの方
向性が非常に強いなという印象を実は持っております。ただ、本当に１事業
として地域の医療を確保していくという、国保病院の役割はこれ非常に大き
いものがあるというふうに思っておりますので、今、通常の繰入れプラス、公
債費を入れて５億円を繰入れているという、非常に財政的には決して緩くな
いといいますか、そういう状況ではありますけれども、そういった経営はも
ちろんですけれども、やはり、どういった質の高い、平取町民が求めるような
医療を追求していくというのも、公立病院の一つの大きな責務であろうとい
うふうに思っていますので、今日ご質問いただいたことを受け止めさせてい
ただきながら、今後も病院運営に力を注いでまいりたいと思っていますので、
ご理解お願いいたします。

高山議員 ８番千葉議員。

８番
千葉議員

ぜひ、町長その辺のところ、改めてよろしくお願いを申し上げておきたいと
思います。監査委員のほうからも、再調査、確認事項として、２番目に人工透
析についてということでも、多分町長、副町長の手元にも行っていると思う
のですけれども、改めて方向性とか、それこそコストに見合った経営ができ
るのか、継続的な医療として継続できるのかということも含めて…ただ、要
望されている方は、やはり今言った予備軍も含めると相当多いというのは事
実です。答弁は要りませんけれども、改めて、この人工透析に対する実施に向
けた考え方、１年かけてでも構いませんので、ぜひ調査をして、結論待ちでい
ますので、再度一生懸命その辺のことを取り組んでいただきたいというふう
に思います。私の質問以上で終わります。

高山議長 千葉議員の質問は終了します。ここで午前中終わりにして休憩します。再開
は午後１時半ということで、バスの見学もありますので、通常より３０分休
憩が長いですけれども、よろしくお願いをしたいと思います。それでは休憩
に入ります。（ここで木村議員退席）

（休 憩 午前１１時４５分）
（再 開 午後１３時２７分）

高山議長 それでは定刻前でございますけれども全員揃いましたので、一般質問の続き
を再開したいと思います。次に、３番松澤議員を指名いたします。松澤議員。

３番 先に通告しております、平取町住環境の整備について伺います。平成２４年
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松澤議員 に住環境についての一般質問をさせていただきました。その頃、平取町は住
宅が少ないために住宅を他町に求める現状でした。家族世帯は公営住宅の入
居を希望しても所得の制限で入居出来なかったり、入居後の所得増に伴い、
高額な家賃となる場合もあり、引っ越しを余儀なくされる方が多くいました。
そのため、町内で家族世帯用を含むアパートを経営する方へ建設費を助成す
る方法をとっている自治体の例を挙げて質問いたしました。現在は行政の努
力により改善されつつあると思っております。そこで、この事業をもう少し
多様な場面に利用出来ないかと思い、質問させていただきます。この事業の
目的には、移住定住とあります。長く住んでもらう願いが込められていると
すると、一軒家にも適用してはと考えております。今回、他町の取り組みを調
べてみました。上士幌町では、定住促進賃貸住宅建設助成補助事業という名
称で、定住を促進する目的での一戸建てに対しての補助もありました。弟子
屈町においては、従業員宿舎に対しての補助も行っているようです。補助金
の額はまちまちですが、北海道は多くの町村が似たような事業を行っていま
す。あと、以前に旦那さんの職場が変わったが、子育ての環境がいい町なので
単身赴任してもらいましたという話を聞いたことがあります。そのとき平取
町の子育てに対する取り組みを理解してもらっているなとすごくうれしく思
いました。それでぜひ多くの方に住んでもらいたい。そのための取り組みと
して、ぜひ考えていただきたいと思いますが、伺います。

高山議長 まちづくり課長。

まちづく
り課長

まず、町の住環境に対する施策を進めていただいたというふうに言っていた
だいたということでありがとうございます。その辺については今の賃貸住宅
の建設促進事業の関係で取り組みを行っていまして、令和３年度まででこの
取り組みにおいて１２棟、建物が建っています。部屋については６９部屋整
備されたという形になっておりまして、今の条件としては、２戸以上の共同
住宅が条件ということになっております。今、他町の例を出していただいて、
他町でも様々な取り組みがされているということで、金額は助成額がちょっ
と違うのだけれどもというお話があったと思うのですけれども、やはり当町
の特徴としては、かなり他の町より賃貸住宅の助成額が突出して多いという
ことだと思っています。ＰＦＩ法に近いようなぐらい、かなり助成をして、民
間の住宅なのでそのあとの管理も民間にしていただけるということになって
います。例えば、実際に建てた例ですけれど、２ＬＤＫが８部屋の建物が建っ
た場合、これを町内業者で行っていただくと、１部屋につき３００万円出ま
すので、助成額が２４００万円になります。これに対して７８００万円ぐら
い施工主様において建物に費用がかかったと、そこに２４００万円助成を行
って、そこの家賃が５万６０００円になりますので、空き家率がなくそのま
ま１０年推移すると、最初の初期投資が回収できるという組み立てになって
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います。これが、ある程度評価をされて、先ほど申し上げた実績につながって
いるのかなというふうに、当町では分析をしているところです。これを今の
賃貸住宅のうちの、この促進事業をそのまま、戸建てに当てはめた場合でい
うと、やはりなかなかそこはちょっと無理があるというのと、それともう一
つ、その職員向けの住宅、従業員宿舎ですと、かなりその助成額が高いという
ことになるので、地域住民に広くというよりかなり従業員の方に限定されて、
使われる補助金がそれで高額でいいのかという、議論があるかなというふう
に考えております。その辺で、なかなか今のうちの、民間住宅の促進事業の補
助金をそのまま充てるというのは難しいのではないかなというふうに考えて
います。ただ、今後においてこの後にもちょっと話が出てくるかとは思うの
ですけれど、令和５年度において平取町住生活基本計画の策定に取り組む予
定となっており、データに基づく根拠のある、住宅の適正配置の立案をする
こととしておりますので、こちらの中で、おっしゃられた例えば、賃貸で一戸
建てを建てたいという需要があるのかとか、そこがきちんと補助金で先ほど
言ったような経営プランが立てられるようなものになるのかですとか、例え
ば、従業員宿舎についてもどれぐらいニーズがあるのかですとか、実効性が
ある、別の要綱を立てるべきか、とか、そういったことをこの中で、横断的な
課をまたいだ組織で、この住生活基本計画については検討を進めようという
ことになっておりますので、その中で議論をしていければというふうに考え
ております。以上です。

高山議長 ３番松澤議員。

３番
松澤議員

そうですね、以前質問した時は単身者向けのアパートは結構あったのですけ
れど、その頃は家族がいる方が住むというアパートがなかったということも
ありまして、その方たちはどういうふうにするかというと、公営住宅に入る
とサラリーマンでしたら給料が上がることに、とてもぼろい公営住宅でもす
ごく高い家賃になると。それでしたら新しいきれいな富川のアパートに住も
うかなということで流れていっているという現状があったと思います。今、
２ＬＤＫが８部屋ということで、それで網羅できているのかちょっと分かり
ませんが、そういう考えで前回は質問させていただきまして、それで定住す
るという言葉を載せてある以上は、ずっと住んでいただくということの中に、
先ほど言いましたが、上士幌町でしたらやはり定住してもらうということを
念頭に置いた補助金ということで、定住という言葉を先に載せているという
こともありますので、平取町としても色々なことを考えていってほしいなと
思っております。それで、色々なことをこれから考えていってくださるとい
うことで、色々なことの含みを持った考え方、色々な考え方をしてほしいな
と思っております。現在従業員を抱えている会社がいくつかある中で、その
従業員の方が遠くから通って来ているのであれば、このことによって住んで
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いただいて、平取町民になっていただきたいなという思いもありますし、弟
子屈町も大きな町ではないのですけれども、そういうことを考えているとい
うことは、それなりのメリットがあっての補助金の出し方をしているのでは
ないかなと自分では思いましたので、質問させていただきました。あと、現
在、補助金交付要綱で別表の備考のところに、町有地を賃借し、賃貸住宅等を
建設する場合は上限家賃からそれぞれ２０００円を減じた額を上限家賃とす
るとなっていますけれども、その理由が建てた後の返済のときの２０００円
だから大したことはないかなと思うのですけれども、そういうことがネック
になっているのかなという、応募がないのかなというところをちょっと考え
るところです。ですのでその条件のほかに、あくまで町有地を貸すという場
合なのですけれども、その条件の他に例えばなのですが、町がやるよりこの
補助を受ける業者さんとかオーナーさんがやるほうが安くできる仕事を込み
でやってもらう条件とか、そういうものを選択してもらうなど、色々な場面
の条件を増やしていくということで、それを利用できる業者だとか、建てて
アパート経営をする人が補助金を借りようかなという考えになるような、そ
ういうものを作ってはどうかなと思っております。古い住宅を壊してそこに
建てる場合など、全額でなくても利用する土地にある建物を取り壊す費用の
一部を負担してもらうなどは考えられないのでしょうか。あと先ほどの従業
員宿舎に対しての補助を行っている弟子屈町においては、助成対象の条件に
民間賃貸住宅等を建設するために、同一敷地内の既存建設物を解体する方で、
解体する建設物の所有者という項目を見つけたものですから、そういう考え
方で、ここを貸すためにこういうことをしてもらうことが条件という考え方、
その町に合っている考え方だと思うのですけれども、そういうふうなことも
考えられるのではないのかなと思います。あと、現在、平取町民間賃貸住宅等
建設促進事業補助金を利用するとしても、土地がない、買ってまでは経費が
かかる、というふうに考えている業者の方もいるのではないでしょうか。ま
ずは、本町みどりが丘住宅団地の跡地を、土地を確保出来ない業者のために
町の土地を無償提供するという際の条件を検討し、建設できるように考えら
れないか伺います。

高山議長 まちづくり課長。

まちづく
り課長

確か弟子屈町は取り壊しの分も上限１００万円ほどで助成額が組まれている
かと思います。で、平取町は町有地を賃貸借して建物を建てた場合、町が土地
を提供しているのである程度家賃を抑えてくださいということが書かれてい
る程度ということで、町有地の規定については、今申し上げていただいたと
おりかと思うのですけれど、そこを例えば弟子屈町のような条件をつけて、
実務としてやっていただくことで、もう少し要綱のほう工夫出来ないかとい
う意図かと思いますので、その辺については例えば町有地に既存の建物が建
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っていて、そこを利用するとき、利用する場面というのが想定されるのかと
いうとこですね。今、みどりが丘の例を出していただいたところだと、そうい
うところも条件に合致するのかなと思うので、その辺の実際の状況と、こち
らとしてそういったことを組んでいくことで、事業所さんとウィン・ウィン
な感じで事業が進むのであれば是非検討したいと思いますので、そういった
ことで考えられないかなと思ってお伺いしておりました。ですので、こちら
についても今後の、その横断的な組織の中で検討させていただければと思い
ますので、よろしくお願いします。

高山議長 ３番松澤議員。

３番
松澤議員

ありがとうございます。よろしくお願いします。それとちょっと調べた中で
天塩町では、民間賃貸教職員住宅建設助成事業というのがありました。目的
には、老朽化が進む教職員住宅の環境改善を図るため民間活力を活用し、教
職員住宅等の整備及び管理、運営することを目的とするとあります。本事業
はＰＦＩ法に基づき実施するものとするとなっております。教職員の方も実
は町外から通っている方が結構いると聞いております。私は先生たちにはぜ
ひ平取町住んでいただきたいと思っていますけれども、現在の状況ですと、
先生たちの色々な事情といいますか、そういうこともあるかと思います。転
勤族の方なので、例えばどこかにもう家を建てていて、そこから通える範囲
であれば通ってきているとか、様々な理由があると思うのですけれども、そ
の理由を一度確認することも必要かもしれませんが、環境が整っていないと
いうのも判断の一つとなっているのかなと思います。ここは教育委員会の管
轄と思いますけれども、教職員住宅の環境整備のための補助についても伺い
たいと思います。

高山議長 まちづくり課長。

まちづく
り課長

教職員住宅は教育委員会の管理になるのですけれども、民間住宅に対する助
成という視点であることと、前半の教職員の方の通いの実態というところで
少しお話ができると思いますので、私のほうから答弁をさせていただきたい
と思います。町外からの通いの状況なのですけれど、平成２年の国勢調査の
通勤状況である程度数字を拾うことができるのですけれども、平取町で働い
ていて町外から通勤しているというのが、国勢調査上では４３１人いるとい
うデータが出ています。４００人を超えるかなりの数字でしたので、令和４
年４月に町内の事業所、学校等を対象にアンケートを実施しております。１
０７事業所に協力を依頼して、その対象となる４１８名の方に依頼しており
ます。回答が９２件で回答率は２２％でございました。結果として、日高町か
らの通勤者が最も多く、次いで苫小牧市というふうになっておりました。業



- 33 - 

種については９２人中４６人が公務員ということなので、ここの中でもかな
り教員の方がいらっしゃるのかなというふうに考えております。転勤等のあ
る教員などが通っている実態というのがここで見えてきたのですけれども、
世帯構成で多いのが１人暮らしが回答のうち３４人、夫婦と子どもとの世帯
が２９人ということで、ちょうど我々が定住してほしいような若者ですとか、
若い生産年齢人口の子育て世帯の方が多いのかなというふうに見ることが出
来ました。この方々が通っているのですけれど、住まいが持家という方が残
念ながら４０人いらっしゃったので、こういう方は、なかなか移住が難しい
のかなというふうに考えております。ただ、一方で賃貸が５１人ということ
になっておりました。その方々に平取町への引っ越しや移住を検討したこと
があるかというふうに聞くと、残念ながらあるというのが２１人、ないが６
９人ということで、ないほうがかなり多いという状況になっておりました。
空き住宅がある場合はどうかというふうに聞いても回答は難しいというのが
６５人ということで、なかなか移住を考えていただけないということになっ
ておりまして、どういう条件が整うと考えられますかというところまで深掘
りすると、買物等がしやすいですとか、建物が比較的新しくて今より家賃が
安いとか、かなり条件がよくなれば検討してもいいよという回答でした。そ
のような状況もあるということで、まず現状把握についてはそのような形で
アンケート等を行っているということと、あと今の教員住宅の関係でいくと、
昨年度総合計画の外部評価委員会を開いたのですけれど、その中で、教員住
宅の整備事業について外部の方、有識者の方に評価していただいたのですけ
れど、その中での意見として既存住宅の修繕改修という視点に捉われず、利
便性の高い場所への集約化や民間賃貸住宅の借り上げ等も視野に入れた発展
的な検討を行った上で整備を進めるべきという意見をいただいております。
この意見に至ったその委員会での協議については、やはり生活様式が多様化
しているという背景ですとか、先ほどのアンケート結果、やはり利便性の高
い地域に住宅ニーズがあるということを考えると、これまで行ってきた教員
住宅の整備事業、こちらのほうでは学校開放等でどうしても学校の側に住ま
なければならない校長先生とか教頭先生の教員住宅のある程度水洗化が終わ
ったり、一回りしたのかなというところがあるので、その他の住んでいただ
けるかいただけないかちょっとわからないその他の教員の皆さんの住宅を、
今までどおり今の場所で整備するということについては、例えば民間の力も
借りながら町なかに集約したほうがいいのではないかという意見が出たとい
うことになっております。こういったアイデアについても、先ほど申し上げ
た平取町の住生活基本計画の策定に取り組む中で、ぜひ議題として教育委員
会とか、建設水道課等、横断的な組織をつくる予定ですので、そこで話し合っ
ていければと考えているところです。以上です。

高山議長 ３番松澤議員。
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３番
松澤議員

せっかく町が教職員住宅を整備したとしても、風呂をきれいにして水回りを
良くしたとしても、来るという気持ちがないというようなイメージでよろし
いでしょうかね。そういう感じですね。せっかくお金かけてもそういうこと
であれば残念だなと思いますけれども、自分も水回りがよければ住みやすく
なるのではないかなと思って、町が進めていたことに期待をしていました。
でも今の若い方、今の子育て世代の方たちは、多くの方が育った家自体がも
う当然、水洗トイレ、システムキッチン、シャワーつきのユニットバスという
のが当たり前の子ども時代といいますか、時を過ごしていると思います。で
すから、そういう人たちが住もうとしたら、水まわりがきれいになって水洗
になったとしても、畳の部屋のちょっと力を入れなければ窓が開かないよう
な家では住みたいとは思わないというか、それが現状なのではないかなと思
います。当然家に対する考え方が違いますので、中には安い家賃のところに
住んでお金をためてマイホームを、と思う方もいるかと思いますけれども、
転勤する方が平取町にマイホームを建てるとはなかなかならないので、住み
やすさを整えることが住んでもらうことにつながるのではと思いますので、
検討していただきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。あと役
場内でも町の全体を見据えた公共施設等のグランドデザインを検討する会議
が行われてきたようですけれども、その姿は私たちにはちょっと見えづらい
といいますか、言っていたことと違うところに建っているだとか、随分前か
らの構想なのですけれどもそういうことを感じているところです。それで令
和５年度の予算に公営住宅等配置適正化検討業務委託料６５０万円とありま
す。その中の説明では、公共住宅建て替えにあたり、当初計画からの状況変化
等により住み替えを希望しない方が増えていることから、公営住宅等の配置
適正化を検討するための委託料となっております。これは公営住宅について
は、主にみどりが丘住宅団地のことだと思いますけれども、跡地利用につい
てを含めて、これから、平取町の住環境をどのような方向で取りまとめてい
く予定なのかを伺っておきたいと思います。

高山議長 建設水道課長。

建設水道
課長

まず、令和２年度から始まりました、みどりが丘住宅団地の建て替え事業に
伴う本町中央団地の新築工事が令和４年度に完了いたしました。今後の計画
をどのように進めていくべきかということで、先ほど松澤議員もおっしゃっ
たとおり、建て替えてもすぐ住み替えるという意思がなかなかないというよ
うなこともアンケート結果からあったものですから、その辺を一度立ち止ま
って検討するために、令和５年度において公営住宅等の適正配置及び管理戸
数の整理、また解体、建て替えの検討を行うために予算の計上をさせていた
だきました。当初におきましては、みどりが丘住宅団地の建て替えを進めて
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いく上で、どのような必要な事項があるかということを最優先に考えようと
思っておりましたけれども、この経営計画に伴って、教員住宅や職員住宅の
建て替えについても、検討を行うとして今回予定とさせていただいておりま
したが、内部でいろいろと協議、議論していく中で、平取町における住環境に
対する基本的なビジョンというのが、今までなかったなということに気付き
まして、今ある平取町公営住宅等を長寿命化計画のバージョンアップと合わ
せまして、この長寿命化計画の上位計画に当たります、国の住生活基本法に
基づく平取町住生活基本計画の策定を行うことといたしまして、平取町住生
活基本計画とあわせて、公営住宅等長寿命化改良策定業務として、先日、プロ
ポーザルにより業者を選定したところでございます。この計画の策定に当た
りまして、住宅担当の建設水道課だけではなく、横断的に庁舎内のプロジェ
クトによる議論を行いまして、子育て住宅、高齢者住宅、災害対策住宅、農業
等就労者住宅、公営住宅等の建て替え、取り壊しや用途変更による計画と合
わせまして、町有地の活用を含めた民間参入のしやすさなどの可能性につい
ても、前向きに検討していくべく策定していく運びと考えております。また、
受注者コンサルタントからの提案としまして、現状把握のために子育て世帯、
それから、戸建住宅高齢者世帯、また転入者、町外通勤者、町内企業など様々
な階層からの聞き取りやアンケート調査の実施、また、役場若手職員による
住宅政策提案会議の開催も予定されてございます。それでこれまで集めたデ
ータなどと合わせまして、分析したものを計画に反映させていこうというこ
とで今考えてございます。また松澤議員からお示しいただいた色々な提案に
つきましても合わせて検討しまして、応じて町に不足する条例規則等の制定
改定なども、横断的に実施していきたいと思っております。なお、策定の経過
におきまして議会の皆様にも相談させていただくことがあるかと思いますけ
れども、ご協力をお願い申し上げたいと思います。以上でございます。

高山議長 ほか、松澤議員いいですか。それでは、松澤議員の質問は終了します。
次に、６番崎廣議員を指名いたします。６番崎廣議員。

６番
崎廣議員

初めて質問させてもらいますので、ちょっと緊張してますけれどうまくいく
かどうか一生懸命頑張らさせてもらいます。通告をしておりますので、それ
に基づいて質問させてもらいます。昨年の１２月１５日のゼロカーボンシテ
ィ宣言について質問をさせていただきます。まず最初にこの宣言に至った経
過と内容について簡潔にご教授をいただきたいと思います。よろしくお願い
します。

高山議長 町長。

町長 宣言の経過といたしましては、まさに宣言の内容に合致するものとなってご
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ざいまして、近年、二酸化炭素などの温室効果ガスの増加を起因とする地球
温暖化が進んで、世界的な規模で自然災害、生態系への影響が明らかになっ
ているというような状況でございまして、国内においても、この当町を含め、
最近の猛暑、豪雨、大型台風ですとか、本当に私たちの命や暮らしが脅かされ
る状態となっているということで、もう今や地球温暖化防止の対応は世界の
共通認識として各国で優先度の高い政策として取り組まなければならないも
のとなっていると考えているところです。２０１５年のパリ協定でも、平均
的な気温上昇を２度以下に抑えるというようなことも出ておりまして、日本
としてもそれに向けて２０５０年までにカーボンニュートラルを目指すこと
としてございまして、このような国内外の動向を踏まえまして、当町におい
ても、今直面している地球温暖化という課題に対して、町民、事業者、町が一
体となって、脱炭素の実現に向けて再生可能エネルギー導入、省エネ活動等、
積極的に推進することの必要性を強く感じたというところでございまして、
町民が健康で安心してこの町で暮らし続けられるように、また当町の豊かな
自然を次の世代につなぐためにも、２０５０年までに温室効果ガスの排出を
実質ゼロにすることも、この平取町としての責務であるというふうに捉えま
して、昨年１２月１５日に宣言をさせていただいたということでございます。
以上です。

高山議長 ６番崎廣議員。

６番
崎廣議員

ありがとうございます。最初に具体の話を聞いて次に、町長の思いを聞きた
かったのですけれど、町長の思いを今聞かせていただきましたので次に進め
させていただきます。６月１３日にこの事業のプレゼンが行われたというふ
うに聞いております。その結果と概要について教えていただければなと思い
ます。

高山議長 まちづくり課長。

まちづく
り課長

今、お話にあったとおり、６月１３日に選定委員会による審議会を開催して
おります。事前の告示で一連の取り組みについて公告した結果、５社から手
が挙がっておりましたので、こちらの５社からプロポーザル形式によって、
事業者選定を行っております。今現在、１社のほうを選定させていただいて
おりまして、こちらについて事前の申請で、事業者選定の後の実行計画策定
に向けて、地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のための計画づくり
支援事業補助金というのに手を挙げていましたので、こちらの交付決定のほ
うは６月７日にいただいていたので、１３日に業者を選定した段階で、すぐ
契約できるような形でしたので、６月２１日付けで１社と業務契約を結ぶと
いう形で進んでおります。選定された事業者については、基礎地盤コンサル
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タンツ株式会社北海道支社でありまして、契約しようとしている金額としま
しては、１２７２万７０００円という予定で、そのプロポーザルとそれ以降
の経緯ということで、そのような形で進んでおります。以上です。

高山議長 ６番崎廣議員。

６番
崎廣議員

委託事業の完了は仕様書によると１月２３日でしたけれど、よろしいですか。

高山議長 まちづくり課長。

まちづく
り課長

お見込みの通り、１月２３日で間違いないです。

高山議長 崎廣議員。

６番
崎廣議員

１月２３日が事業完了日であれば、取り組みが恐らく令和６年度からという
ふうに考えてるのだと思うのですけれども、１月２３日であれば新年度予算
にどのような形で、具体的に事業予算を反映できるのか。例えばであります
けれども、もうないのだと思うのですけれども、ゼロカーボンに向けた取り
組みで、今現在、ガソリン車である公用車を電気自動車に切替えますよと言
っても、１月２３日完了日以降の作業では、かなり無理があるかなと思うの
ですけれども、その予算編成の進め方について教えてください。

高山議長 まちづくり課長。

まちづく
り課長

ご指摘のとおり、１月２３日というこの委託事業の納期なのですけれども、
どうしても２０５０年までのカーボンニュートラルを目指しての取り組みで
すので、どうしてもその事業所側と相談してもぎりぎりまでかかってしまう
ということで伺っております。それで、実際、環境省もこの事業については、
第三者に事業を任せているような形になっているので、締切りがどうしても
２月になってしまうということで、１月２３日というのはかなりぎりぎりの
線でございまして、ただ、いくら相談してもやはりこの時期ぐらいまではど
うしてもかかってしまうということで、ご指摘のとおり当初予算の編成を見
込むと、行政的にはかなり厳しい日程ということで、実行計画を策定してす
ぐに十分な予算編成やスタートダッシュみたいなものが切れるかというと、
なかなか厳しいのかなというふうに考えております。ただ、既存の事業を進
める上でも、なるべくそういったことについては配慮していきたいというふ
うに考えておりますし、あと、どうしてもこの実行計画を立てたことで、重点
対策について、潤沢な予算が出てくるという組み立てになっているというの
もあって、今やれることとしては、この実行計画を立てる中で横断的に各課
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とどんな事業がカーボンニュートラルに向けて当町としてできるのか、とい
うのを同時並行で進めるということぐらいしか正直出来ないかなというふう
に思っております。例えば、この重点施策の中で行われている事業を幾つか
紹介すると、まず重点対策については５年間の事業になります。５年間の事
業で我々の規模の市町村だと、最大で交付金を１５億円、５年間でいただけ
るという事業になるのですけれど、重点対策で掲げた大項目については、５
年間、基本的に変更出来ないという形になります。金額の内訳については多
少移ったりは可能なのですけれど、最初に出した目標についてはなかなか変
えられないという縛りがあるので、今後５年、実行計画を立てることで、重点
対策を立てていただける助成金、これに向けて今年しっかり議論をしていく
という必要があるかと思います。例えば、札幌市ですとこの重点対策での総
事業費が１８億円になっていて、交付金について９億円いただけるというプ
ランを立てていて、具体的には庁舎の自家消費型太陽光発電設備の導入です
とか、市民省エネに対する補助、コジェネの導入ですとか、そういった項目を
立てて今進めているのです。こういうものをこれから出てくる実行計画の数
値を見て、平取町に再エネのポテンシャルがどんなものにどれぐらいあるの
かというのも見ながら、うちとしてこの５年間で何を優先してやっていくか
ですとか、どういったことができるか、そこに対して１５億円という、交付金
の上限に向かってどれぐらい効率的な組み立てができるかということを、こ
れから、やっていかなければならないということになるので、計画の後、議員
がおっしゃるように速やかに事業をスタートできるためには、やはり今年か
らしっかりその辺について横断的に取り組む必要があるのかなというふうに
考えています。ちょっと答弁になっているかどうか、申し訳ないですけれど、
以上でございます。

高山議長 ６番崎廣議員。

６番
崎廣議員

厳しいなというのは、よく分かりました。現在の当町の予算編成の進め方な
のですけれども、町長が考えている次年度に対する政策の思い、政治家遠藤
桂一としての思いが果たして全体に浸透しているのかというところが疑問で
あります。現場職員にきちんと伝わっているのか、恐らく個別には色々、各課
との対応でやっているのだと思うのですけれども、ですから今回の案件に対
してもその作業上では各課との議論ができるのだと思うのですけど、その予
算編成の前に、最近多くの自治体でやっているのですが、来年の予算につい
ては、町長はこう考えるだとか、うちの町はこういう方向で臨んでいきます
よという、そういう場を作ってはどうかなというふうに思っています。部課
長を集めて、来年についてはこうこうこういうふうに考えるので、それで予
算編成を積み上げてきていただきたいという、そのような場を作ってはどう
かなと思いますけれども、いかがでしょうか。



- 39 - 

高山議長 総務課長。

総務課長 その辺につきましては、基本的には総合計画を基本にということで、今まで
そういう手法でやっております。今、議員おっしゃられたとおり総合計画の
中身は、基本的には町長の思いが入って作っていると総務課としては考えて
おりますけれども、そういう場面を一度作るということであれば、理事者の
ほうからそういう指示があれば、私たちのほうも対応したいと思っておりま
す。以上です。

高山議長 ６番崎廣議員。

６番
崎廣議員

よろしくお願いしたいなと思います。それでこのゼロカーボンの取り組みに
対して職員がきちんと理解増進していけるのかという、そういったような研
修をどのような形で進めていくのか、同時並行で行うのでしょうけれども、
どのように進めていく予定でおりますか。

高山議長 まちづくり課長。

まちづく
り課長

現在の取り組みとあわせてちょっとお話ししたいと思うのですけれども、今
現在は温室効果ガス排出量の削減を目的として策定しております、平取町地
球温暖化対策の実行計画事務事業編というものを基本に進めています。これ
は２０１３年を基準に２０３０年に省エネ対策におけるＣＯ 排出量を３６．
９％削減することを目指して、平取町役場を中心に行政が取り組んでいるも
のに対する基準になるのですけれども、こちらのほうで今現在はその推進会
議というのを開いて、どれくらい削減しましたというのを検証しながら省エ
ネですとか、うちはバイオマスもあるので、創エネということでエネルギー
を作るということもやっているのですけれども、そういうのがどういった効
果があるかということをやっているということになります。公共施設の省エ
ネ化については、これまでバイオマスの前にやってきた取り組みとして、カ
ーボンマネジメント強化事業ということで公共施設の照明の省エネ化を図っ
ておりまして、こういった効果も得られているということで、例えば電気消
費量でいくと年間約１３万１８００キロワットアワー、北海道の世帯当たり
の消費電気量の年間換算で３７世帯分ぐらいは今減らせていたという計算に
なります。８４．５トン、ＣＯ に換算しますと、そのぐらいの量を平取町の
役場の取り組みで削減できているという形になっております。そういったこ
とを横断的に事業所の中で推進会議を設けて取り組んでいるというところで
す。ただ、正直これが役場全体に浸透して、一丸となって取り組めているかと
いうと、まだまだなところはあると思うので、これを、実行計画を今年度策定
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した後は全町に広げなければならないので、まずはそこを職員全員が今こう
いった取り組みをしているということを認識して、考えていくということを
啓発していかないとならないかなという段階だと思っております。以上です。

高山議長 ６番崎廣議員。

６番
崎廣議員

よろしくお願いします。あわせてこのゼロカーボンシティ宣言の中身に書い
てあるとおり、これは自治体と企業、町民が一緒になって取り組むという記
載になっています。住民意識の向上だとか企業意識の向上に向けた取り組み
というのはどのような形で進めているのでしょうか。仕様書には入っており
ませんので、これは行政直営でやっていくような形になりますか。

高山議長 まちづくり課長。

まちづく
り課長

先ほどの答弁でも申し上げたとおり、これから一気に実行計画を立てて、こ
の温暖化の計画の区域施策編というものに発展させていかなければならない
というふうになります。そうなると、省エネの取り組みを住民全体にぜひお
願いしなければならないとなりますし、省エネですとか場合によっては再エ
ネ導入ができるかということを、事業者の皆さんと膝を突き詰めて話してい
かなければならないということになっていくかなというふうに考えておりま
す。その第１弾としては実行計画策定に当たって、まず、先ほど申し上げた事
業所にお願いしている部分としては住民アンケートを行うことと、地域事業
者へのヒアリングをこの業務の中に盛り込んでおります。そういった中で地
域の状況、地域課題等を把握した上で専門的な調査の中で平取町の再エネの
ポテンシャル、例えば平取町では、太陽光でこれぐらいエネルギーを生むこ
とができるというような、今、概算の調査が出ていますよということで、そう
いったことをしっかり住民とも共有して一緒にやっていくということが大事
かと思っています。あと目標についても３段階に分けて、このまま平取町が
このカーボンニュートラルに向けて取り組まなかった場合どうなるかという
推計と、省エネだけしたらどうなるのかという推計と、省エネに加えて再生
可能エネルギーを導入して、エネルギーも町内で作っていくというところも
これぐらい加えたらどうなるかというような組み立てで、カーボンニュート
ラルに向かうロードマップをつくるというような組み立てで実行計画を立て
たいというふうに考えているので、そういったものをしっかり見える化して、
住民の方と共有して取り組めればというふうに考えております。まだ計画が
できる前なので、今申し上げたことはこれからの取り組みにはなるのですけ
れど、そういったイメージでおります。以上です。

高山議長 ６番崎廣議員。
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６番
崎廣議員

丁寧に説明してもらってありがとうございます。この脱炭素のシナリオにつ
いてなのですけれども、何か現状で考えられることがあれば何か、簡潔でい
いです。何かわかりやすい、こういうようなことがありますよというのがあ
れば、何点か出してもらえるといいかなと思います。よろしくお願いします。

高山議長 まちづくり課長。

まちづく
り課長

これから５年間の重点対策を立てる中で考えられるのは、まず１点目に庁舎
の建て替えがこの間に入ってくると思いますので、庁舎の建て替えのＺＥＢ
（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル：ゼブ）を使いながら行うということが、
まず１点入ってくると思います。これは段階がいくつかあるのですけれど、
ＺＥＢＲｅａｄｙだとかＮｅａｒｌｙＺＥＢだとか、それによって交付金も
変わってくるのですけれども、どの辺を目指していけるのかというのをしっ
かり議論していく必要があるかなというのと、現在は木質バイオマスに取り
組んだのですけれども、一応、町内事業者のチップを使えてはいるのですけ
れど、林地残材を使うですとか、そういったバイオマス産業都市構想の理想
と比べるとまだちょっと実現ができていないというところがあるので、そう
いったものにつながるような取り組みをこの重点対策の中で何か考えられな
いかということを考えたいと思います。木質のバイオマスセンターを運営し
てみて、かなりチップの質というものが重要だということがわかってきまし
たので、やはりその絶乾のチップをつくれるような乾燥機施設をもう少し増
やすですとか、そういったことが検討できないかなと今のところ考えている
ところです。以上です。

高山議長 ６番崎廣議員。

６番
崎廣議員

かなり熟知をして作業を進めておりますので、なかなか一般の人にはわかり
にくい状態になっていますけれど、簡単に言うとそのエネルギーを節約する
だとか、ＣＯ の少ない交通手段を選んでいくだとか、太陽光パネルつきの住
宅だとかＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス：ゼッチ）に取り組むだ
とか、食品ロスをなくすだとか、僕らができることは幾つでもあるのだと思
うのですよね。この脱炭素社会実現に向けて、ライフスタイルの転換を求め
て環境省が今行っているクールチョイスというものがあります。このクール
チョイスに平取町や平取町役場がなぜか五月雨式に登録をしているのですよ
ね。私がちょっと見た範囲ではこれは賛同署名があるんですけども、２０１
７年９月１４日には平取町が、２０２０年４月２７日は平取町役場として、
２０２０年１２月２５日は北海道平取町という形で団体登録をしているので
すよね。これは、その時その時何かあったのかもしれないのですけれど、これ
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は一体どういうことなのかなと。平取町と打つとこれがポンと３つとも出て
きますのでその当時いろんな経過があったのだと思うのですけれども、ご承
知であればお願いします。

高山議長 まちづくり課長。

まちづく
り課長

ちょっとお恥ずかしい話なのですけれども、クールチョイスの登録を町がし
ているというところが、いろいろな助成金や補助金の申請に必要になってき
まして、この際に今おっしゃっていただいた検索して出てくるサイトで登録
証のほうを発行して添付するのですけれども、その時に恐らく３回違う名前
で登録して登録証を発行してしまったというのが原因になっているかと思い
ます。時期的にはそれこそ先ほど申し上げた事務事業編を作ったタイミング
ですとか、カーボンマネジメントのＬＥＤ化に対応をしていた頃の発行にな
っていますので、その際の助成金の申請等で違う名前で登録してしまった結
果だと思っております。大変申し訳ございません。

高山議長 ６番崎廣議員。

６番
崎廣議員

分かりました。そのときの補助事業の都度ということだと思うのですけれど、
このクールチョイスというのは実は個人登録ができると思います。ゼロカー
ボンを進めるにあたり、町長はかなり熱い思いがあると思いますので、当然
町長は個人登録をしておりますよね。

高山議長 町長。

町長 いや、しておりません。今後、速やかにさせていただきたいです。

高山議長 ６番崎廣議員。

６番
崎廣議員

何かこう思いがあるので担当者だとか、そういう方は登録したらいいかなと。
これは、誰が登録しているかというのは、個人名は実は検索出来ないような
形になっているのですけれども、そういう思いがあってもいいかなと思うの
ですけれど。色々聞いてくると何かこういうような取り組みを以前やってい
た記憶があるなという。持続可能性環境マネジメントシステムというＩＳＯ
１４００１という、役場で以前やっていたと思うのですけれども、現在どの
ようになっているのでしょうか。

高山議長 総務課長。
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総務課長 ＩＳＯにつきましては、平成１７年１２月１６日に１回目のＩＳＯ１４００
１を取得いたしまして、そのあと３年ごとに更新をしておりまして、平成２
３年に３回目の更新をしまして、平成２６年１２月１５日で一応認証は終了
したということになっております。この間、町といたしましては、節電だと
か、使用する紙の削減だとか、車の燃料の使用料の低減だとか、ごみの発生の
抑制ということに取り組んでおりまして、それなりの効果を得ていたわけで
ございますけれども、９年間やってその内容については職員にある程度浸透
したということと、あと、色々な町でＩＳＯ１４００１を取得していたので
すけれどもだんだんと…事務負担がちょっとあったということもありまし
て、平成２６年１２月を最後に認証はやめております。ただそのあと先ほど
まちづくり課長が申しておりました、平取町地球温暖化対策防止実行計画と
いうのを策定いたしまして、その中でそれを引き継ぐような形で省エネ対策
に取り組んでいるところでございます。以上です。

高山議長 ６番崎廣議員。

６番
崎廣議員

取り組んでいるということですよね、信じていきます。まとめとしてなので
すけれども、こういう計画だとか宣言というのは、作ることが目的ではない
のだと思うんですよね。実践なくして計画も目標もないというふうによく言
われます。実践することが大事だと思います。自治基本条例からいっても計
画充実に向けた真摯な取り組みとつくり上げた計画の実践というのが謳われ
ているのではないかなと思います。ゼロカーボンシティ宣言だけではなく、
現状取り組んでおられる計画や各種宣言について、これからも真摯な取り組
みをお願いしたいというふうに考えております。一つ目の質問を終わらさせ
ていただきます。その次の質問であります。地域循環型経済社会の実現に向
けてということで通告をしております。先日の産業厚生常任委員会で説明の
ありました平取町ふるさと納税等アドバイザリー業務委託におきまして、平
取町ではＲＥＳＡＳ（リーサス）のシステムを活用し、地域経済の分析につい
て昨年１２月２２日に情報提供を受けているという説明がありました。現在
の町内の経済状況につきまして、理解の範囲内で結構ですので、教えていた
だきたいなと思います。

高山議長 観光商工課長。

観光商工
課長

町内のお金の流れを示します地域経済循環の指標としましては、先ほどあり
ましたＲＥＳＡＳといいますインターネットで閲覧できるデータというもの
がございます。このＲＥＳＡＳは経済産業省と内閣官房、国が提供しており
ます地域経済分析システムでございまして、その地域の産業構造ですとか、
人口の動態、人の流れなどですね官民の様々なデータを集約をして、見るこ
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とができるシステムとなってございまして、地域で稼いだお金をどれだけ地
域で使っているかということが市町村ごとにそのデータを見ることができる
システムとなってございます。お配りしました資料でご説明をさせていただ
きます。この資料につきましては昨年１２月にＮＴＴデータ経営研究所より、
アドバイザリー業務の中で、平取町の状況を説明していただくために提示さ
れた資料、それを抜粋したものでございますけれども、内容につきましては
ＲＥＳＡＳで試算されました、平取町の地域経済循環の図でございます。こ
の図は地域の経済の全体像、それを生産、分配、支出という３つの段階におい
て、そのお金の流入ですとか流出の状況を示してございます。２０１８年の
データが最新でございますので、現在と少し違う部分があるかもしれません
が、指標として考える場合では大きなずれはないのかなというふうに思われ
ます。この図の左側の枠になりますけれども、まず生産、かっこ付加価値額と
ありますけれども、これにつきましては、第一次産業、第二次産業、第三次産
業を合わせた額、これが１６７億円となっておりますが、この数字は平取町
全体で稼いだ生産額から必要経費を差し引いた額でございまして、地域の利
益、儲けの総額が示されてございます。平取町全体で稼いだ利益部分の金額
が１６７億円と試算をされてございます。次に、中央の分配、かっこ所得でご
ざいますけれども、先ほどの生産の１６７億円に地域外からの流入額１３８
億円を合わせました、３０３億円となっております。この地域外からの流入
額といいますのは、国ですとか、道からの交付税ですとか、補助金、また高齢
者の年金などが含まれていると推察されております。この３０３億円がどの
ように使われているのか、それを示しておりますのが右の支出の部分の図に
なります。この図では、住民の消費等を示す民間消費、あと企業の設備投資を
示す民間投資、それとその他の支出で構成されております。その他支出とは
町ですとか国の機関の支出ですとか、地元企業の支出といったものも含まれ
てございます。この分配の３０３億円のうち１３６億円が地域外、町外へ流
出しておりまして、残りの１６７億円が町内で完了していると、そういった
試算になってございます。この数を割り返して資料の中央左側に記載されて
ございますけれども、平取町の地域経済の循環率というのが５５％とされて
おり、残りの４５％は町外へ流出しているということがこの指標として試算
をされてございます。この結果から資料上段に文面ございますけれども、Ｎ
ＴＴデータの見解としましても、町内の企業、商店が限定的なことから、町外
流出が多い状況になっているのではないかというふうな推察がされてござい
ます。町内支出の状況の説明は以上でございます。

高山議長 ６番崎廣議員。

６番
崎廣議員

ありがとうございます。非常に分かりやすかったと思います。この町内で循
環している数字というのは、もし近隣の状況がわかれば、近隣はどうですか
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ね、平取町以外のところはどんな状況になっているのか、分かれば教えてい
ただきたいと思います。

高山議長 観光商工課長。

観光商工
課長

まず日高管内になりますけれども、日高町では町内の循環率は６５％、新冠
町が６１％、新ひだか町は８０％、浦河町７６％、様似町が６０％、えりも町
が７２％ということで、平取町につきましては、管内で循環率は１番低いと
いう状況になってございます。

高山議長 ６番崎廣議員。

６番
崎廣議員

ちょっと残念な数字でありますけども、ＲＥＳＡＳ自体がその町その町で調
査をしているわけではなく、一定の係数で出していますから、１００％これ
が正しいかというのは微妙なところがあるのだと思います。この町内で生産
された額、第一次産業、トマトなどを作って生産して、得ている所得、第三次
産業として役場職員を始めとする給与所得者が得ているもの、建設業などが
第二次産業で得た額、これらがどれだけ町内で使われているか、つまりその
５５％という部分なのですけれども、これが地域経済のバロメーターだとい
うふうに考えられるのだと思います。これを少しでも上げることで地域経済
は活性化するというふうには考えますけれども、こういう考え方でよろしい
でしょうか。

高山議長 観光商工課長。

観光商工
課長

平取町の５５％、この数字が上がっていきますと、当然ながら平取町で稼い
だお金を地元に回す、それで仕事がそのお金で回っていくということになり
ますので、当然この数字が高いほうが、経済と町内の地域の経済として良く
なっていくという状況でございます。

高山議長

６番
崎廣議員

６番崎廣議員。

ありがとうございます。先ほど説明がありましたとおり、この数字の中には
交付税で得た役場の予算も算入されております。地域外からの流入として計
算されているわけなのですけれども、役場が購入している消耗品だとか備品、
これについては町内業者への発注が基本だと思いますけれども、現状はどう
なっていますか。

高山議長 総務課長。
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総務課長 役場で使用しております事務用品などの消耗品や備品につきましては、今議
員もおっしゃった通り、地元業者からの購入を基本としておりまして、一部
近隣の事業者からも購入をしているというような状況になっております。

高山議長 ６番崎廣議員。

６番
崎廣議員

わかりました。地域の商店が少なくなってくる中で最近はネット購入なんて
いうのも各家庭で増えてきているのだと思います。以前、私が役場に入った
頃は町内業者よりも町外の量販店のほうが安価で良いのだということを言わ
れておりましたが、今はそれよりも、出掛けなくても購入ができ、安価だとい
うネット販売に個人消費がシフトしているというふうに報道されていると思
います。画面で商品を選べて安価に購入が出来、配達もしてくれるというこ
の便利なものですから、仕方のない部分もあるのですけれども、再度伺いま
すけれども公費購入でそのようなことはないでしょうね。

高山議長 総務課長。

総務課長 基本的にはそのような購入はしておりません。

高山議長 ６番崎廣議員。

６番
崎廣議員

基本的にはそのようなことということで了解いたしました。各家庭などを振
り返るとかなり厳しい悩ましい状況だとは思います。自分自身振り返っても、
うーんと唸るときもありますから恐らく皆さん胸に手を当てると、そうだよ
なというところがあるのではないかなと思います。それでは公共事業を発注
する建設水道課においては、業者選定にあたり地元業者を活用していると思
いますけれども、現状はどうでしょうか。

高山議長 建設水道課長。

建設水道
課長

現状、建設工事における業者の利用につきましては、町内業者を基本として
おります。

高山議長 ６番崎廣議員。

６番
崎廣議員

ありがとうございます。その中で２次循環と言われる、これは要は１次循環
が最初の支出であって、それを受けた町内の人たちが２次循環で何を使うか
という、その２次循環なのですけれども、つまり下請業者だとか、そこで使わ
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れる購入品までは指定出来ないというふうに考えますけれど、どうでしょう
か。

高山議長 建設水道課長。

建設水道
課長

先ほど議員のおっしゃるとおり、２次循環以降の購入につきましては、指定
することは出来ないというふうに考えております。

高山議長 ６番崎廣議員。

６番
崎廣議員

悩ましいですね非常に。先日の産業厚生常任委員会において、社会福祉法人
に対する助成が出されておりました。購入備品のリストを見せてもらいまし
たが、ニトリの商品が過半でありました。電化製品についても業者指定とか、
メーカー指定の型番が出されておりました。そこにしかない商品であれば分
かるのですけれども、一般的な備品であれば機能指定で地元業者も参画でき
るような仕組みがあるといいかなと思います。福祉法人の担当者に聞きます
と価格からいっても、どうしてもそうなる、安価なものを入れざるを得ない
んだということでしたけれども、法人の行うことなのですけれども、助成す
る側としてはどのようなお考えでしょうか。

高山議長 保健福祉課長。

保健福祉
課長

メーカー記載の資料等ありましたけれども、社会福祉法人平取福祉会のほう
では、給食費の材料の調達は町内業者というところもありまして、参考の見
積りということでご理解いただければと思います。

高山議長 ６番崎廣議員。

６番
崎廣議員

分かりました。悩ましいのですけれども、地元購買という言葉が以前は多く
使われていたと思います。私が入ったころは結構聞かれておりましたが、最
近は少なくなったような気がいたします。役場が行うだけではなく、地域住
民に対して推奨するような機会も少なくなってきたような気がしておりま
す。町長はよく商工会の総会や出席者会議で、地元商店街の元気が地域のバ
ロメーターだというふうに言われておりますが、そのためにも非常に重要な
政策というか運動だというふうに考えております。町長の思いを聞かせてく
ださい。

高山議長 町長。
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町長 お答え申し上げます。今の一連のご質問の中で、私としても地元購買、いわゆ
る地域の中でお金が循環するということは地域経済活性化にとって、これは
非常に主要な要因になるかなというふうに思っておりまして、商工会等にも
役場が色々な啓発を行うことももちろんなのですが、やはり主体となる商工
会がいかに物を買ってもらうか売るかということを、もう少し色々なアイデ
アを結集して組み立てていただければなという思いが強いわけでありまし
て、色々な手段でこういった購買に結びつけようというような動きは本当に
理解出来ておりますけども、最近やはり想定外の現象だとか、会員さんの減
少、それから高齢化なども原因だと思いますけれども、だんだんそういった
パワーというかエネルギーみたいなものが低下してきているのではないかと
いう印象も受けまして、何とかそれではいけないという意味で、私、いつもあ
いさつ等で言わせていただくところなのです。まさにそういった意味では、
商工会の元気をつくるための色々なもうこれ何をやっても駄目だと言った
ら、もうそこまでになってしまいますので、ぜひ観光商工課、担当課とも、そ
の連携の上で、本当に色々なものにトライしていくというか、そういった機
会をぜひ、コロナ禍も去ったというようなこともありますので、今一度、そう
いった取り組みを双方で一緒に一生懸命やらせてもらうような機会を多くつ
くりたいというふうに思っています。

高山議長 ６番崎廣議員。

６番
崎廣議員

ありがとうございます。地元購買は非常に大事だが、価格だとか選択するも
の、販売する側の力量の課題など悩ましい課題が色々あるんだと思います。
しかし、まちを維持していくためには持続可能な地域社会、ＳＤＧｓを求め
ている社会が大事なんだというふうに考えております。これらの課題解決の
ためにもぜひ、勉強会がいいのか町民を交えた協議会がいいのか悩ましいと
ころでありますけれども、そういったようなプラットフォーム、そういった
ような場が必要ではないかなというふうに考えますけれども、いかがでしょ
うか。

高山議長 観光商工課長。

観光商工
課長

地域内で経済を循環していくということは、非常に重要なことというふうに
捉えております。先ほどのＲＥＳＡＳによる試算でも、平取町の地域経済の
循環率は５５％とほかの自治体と比較しても低い状況であるということです
から、さらに詳しい原因の分析というのも必要になるというふうに思います
し、どのような対応策が効果的なのか検討することも必要かなというふうに
考えます。また、地域経済の循環という取り組みに当たりましては、地元の商
工会との連携が必須であるかなというふうにも考えます。これまで商工会で
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高山議長

検討されてきた内容ですとか、その効果、そういったものを検証しながら、新
たな施策の協議が必要となりますので、まずは、その地域で経済を循環する
ということについて考える場の設定というのは、必要であるというふうに考
えます。その中で研修会という形が効果的なのか、また協議会を設置すると
いう形が良いのか、そういった検討もしていければというふうに思います。
またこの地域で経済を循環させる取り組みにつきましては、もう少し俯瞰的
に捉えて、町全体として、まちづくりとしての課題という視点を持つことも
重要だと考えますので、そういった関係機関とも連携を図りながら、検討す
る場というものを作っていきたいというふうに考えております。以上でござ
います。

６番崎廣議員。

６番
崎廣議員

ありがとうございます。ぜひ前向きにお願いしたいと思います。このＲＥＳ
ＡＳの表なんていうのは本当に読み込みが難しくて、説明するほうもかなり
大変だと思いますけれども、そういったことを勉強することによって自分た
ちが何をやらなければならないのか、自分たちが今住んでいる町を維持して
いくために何が必要なのかというのを、みんなで考えてみんなで悩んで、厳
しいかもしれないけれども、できるところからやっていこうという形が大事
だというふうに考えておりますので、行政側の真摯な取り組みをお願いした
いと思います。以上で質問を終わります。

高山議長 崎廣議員の質問は終了します。以上で通告のありました議員からの質問は全
て終了しましたので、日程第１１、一般質問を終了します。
休憩します。

   （休 憩 １４時４１分）
   （再 開 １４時４４分）

それでは再開いたします。日程第１２、陳情第１号、地方財政の充実・強化に
関する意見書の採択を求める陳情について、日程第１３、陳情第２号、義務教
育費国庫負担制度堅持・負担率２分の１への復元、教育予算確保・拡充と就学
保障の実現に向けた意見書の採択を求める陳情について、日程第１４、陳情
第３号、道教委「これからの高校づくりに関する指針」を見直しすべての子ど
もにゆたかな学びを保障する高校教育を求める意見書の採択を求める陳情に
ついて、日程第１５、陳情第４号、２０２３年度北海道最低賃金改正等に関す
る意見書の採択を求める陳情について、以上４件を一括して議題とします。
この４件の取り扱いについては、先に開催の議会運営委員会において協議さ
れておりますので、その結果について、議会運営委員会委員長より報告願い
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ます。３番松澤議員。

３番
松澤議員

提出されました陳情４件について、６月１６日に開催されました議会運営委
員会で協議をしました結果、以下のとおり、各常任委員会に付託して審査を
することで意見の一致を見ています。陳情第１号、第２号、第３号、この３件
については総務文教常任委員会への付託、陳情第４号については産業厚生常
任委員会への付託としておりますので、議長よりお諮り願います。

高山議長 只今、議会運営委員会委員長より報告のありましたとおり、陳情第１号、第２
号、第３号については総務文教常任委員会に、陳情第４号については産業厚
生常任委員会にそれぞれ付託し審査することにご異議ありませんか。
（異議なしの声）
異議なしと認めます。したがって、陳情第１号、第２号、第３号については総
務常任委員会に、陳情第４号については産業厚生常任委員会に付託し審査す
ることに決定いたしました。
日程第１６、承認第１号、平取町議会議員の公務出張に係る派遣承認につい
てを議題とします。お諮りします。別紙のとおり関係議員を公務出張、派遣す
ることにご異議ありませんか。
（異議なしの声）
異議なしと認めます。したがって、日程第１６、承認第１号については、別紙
のとおり関係議員を公務出張、派遣することに決定いたしました。
お諮りします。承認第２号、閉会中の継続調査及び審査の申し出についてを
日程に追加し、追加日程第１として議題としたいと思います。ご異議ありま
せんか。
（異議なしの声）
異議なしと認めます。したがって承認第２号を日程に追加し、追加日程第１
として議題とすることに決定いたしました。
追加日程第１、承認第２号、閉会中の継続調査及び審査の申し出についてを
議題とします。議会運営委員会委員長、各常任委員会委員長及び各特別委員
会委員長から、それぞれの委員会において、所管の事務調査及び陳情等につ
いて、閉会中に継続調査及び審査を実施したい旨申し出がありました。申し
出書はお手元に配布したとおりです。お諮りします。各委員長からの申し出
のとおり、閉会中に継続し調査及び審査を実施することにご異議ありません
か。
（異議なしの声）
異議なしと認めます。したがって、各委員長から申出のとおり、閉会中に継続
調査及び審査を実施することに決定しました。
本定例会に付された事件の審議状況を報告します。議案５件で原案可決２件、
同意３件、報告１件、陳情４件で委員会付託４件、承認２件で決定２件となっ
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ています。
以上で全日程を終了しましたので、令和５年第５回平取町議会定例会を閉会
いたします。ご苦労様でした。

（閉 会 午後１４時５０分）


